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は
じ
め
に

近
世
に
お
い
て
、
武
家
は
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
城
下
町
、
す
な
わ
ち
都
市
に
集
住
し
、
武
家
や
町
人
・
百
姓
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
身

分
・
地
位
に
あ
る
者
た
ち
と
関
わ
り
、
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
江
戸
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
・
地
位
の
者
が
存
在
し
、
多
彩
な
姿
を
示
し
て

い
る
。
近
世
の
牢
人
も
多
く
都
市
に
居
住
し
、
そ
れ
は
都
市
社
会
の
特
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

近
世
の
牢
人
に
つ
い
て
は
、
栗
田
元
次
氏（1
）を
は
じ
め
と
す
る
研
究
が
あ
り
（
2
）、
近
世
前
期
、
豊
臣
家
の
滅
亡
を
は
じ
め
、
大
名
の
改
易
・
転
封

な
ど
に
伴
い
多
量
の
牢
人
が
出
現
し
、
不
穏
な
存
在
と
さ
れ
て
き
た
が
、
由
井
正
雪
ら
に
よ
る
慶
安
事
件
以
後
、
い
わ
ゆ
る
武
断
政
治
か
ら
文

治
政
治
へ
の
幕
政
の
方
針
転
換
に
よ
り
牢
人
統
制
の
方
向
転
換
が
図
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
世
後
期
、
と
く
に
幕
末
期
を
中

心
に
、
村
々
を
徘
徊
す
る
牢
人
や
牢
人
集
団
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
3
）。
こ
う
し
た
牢
人
に
つ
い
て
、
山
本
英
二
氏
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
や

大
坂
の
陣
、
そ
し
て
外
様
大
名
ら
の
改
易
に
伴
い
創
出
さ
れ
た
近
世
前
期
の
牢
人
か
ら
、
社
会
が
安
定
し
、
成
熟
し
て
い
く
と
と
も
に
年
季
を

限
っ
て
雇
用
さ
れ
る
武
家
奉
公
人
系
列
に
属
す
る
牢
人
へ
と
、
牢
人
の
性
格
が
変
わ
っ
て
い
く
と
し
、
後
者
が
近
世
後
期
に
な
る
と
村
々
を
徘

徊
し
、
一
宿
・
金
銭
を
要
求
す
る
牢
人
と
な
っ
て
い
く
と
す
る
構
図
を
描
く
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
武
家
奉
公
人
系
列
の
牢
人
の
な
か

近
世
前
期
に
お
け
る
江
戸
の
牢
人

　
　
　
　
　

―
「
弘
前
藩
江
戸
日
記
」・
江
戸
町
触
の
分
析
を
中
心
に
―

中　
　

野　
　

達　
　

哉
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に
、
渡
り
の
家
臣
も
位
置
づ
け
て
い
る
（
4
）。

こ
れ
ら
先
行
研
究
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
牢
人
像
は
、
幕
政
転
換
に
よ
り
統
制
方
向
も
変
わ
る
も
の

の
、
排
除
す
べ
き
存
在
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
幕
府
を
は
じ
め
と
す
る
領
主
に
と
っ
て
反
体
制
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
由
緒
を
作
り
牢
人
を
称
し
て
武
家
を
主
張
す
る
者
（
5
）や

女
性
の
牢
人
の
存
在（6
）な

ど
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
牢
人
は
一
概
に
は
捉
え
ら
れ

な
い
存
在
で
も
あ
る
。
ま
た
、
牢
人
は
、
本
質
的
に
は
武
家
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
身
柄
は
町
奉
行
支
配
下
に
置
か
れ
た
と
も
さ
れ
る
（
7
）よ
う

に
、
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
城
下
町
に
居
住
す
る
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
兼
平
賢
治
氏
は
、
盛
岡
藩
の
新
参
家
臣
を
数
量
分
析
し
、
牢
人
が
仕

官
の
た
め
に
江
戸
に
集
ま
り
、
盛
岡
藩
で
は
約
六
割
が
江
戸
で
召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
8
）。

牢
人
は
、
一
般
に
主
君
を
持
た
な
い
武
家
を
指
す
と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
主
持
ち
の
武
家
と
同
様
に
江
戸
を
初
め
と
す
る
城
下

町
、
す
な
わ
ち
都
市
に
集
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
に
お
い
て
の
牢
人
の
具
体
像
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
い
。
本
稿
で
は
、

こ
う
し
た
牢
人
像
を
再
検
討
す
べ
く
、
弘
前
藩
江
戸
日
記（9
）や
江
戸
の
町
触
に
現
れ
た
牢
人
文
言
に
注
目
し
、
近
世
前
期
、
享
保
期
ま
で
を
中
心

に
、
江
戸
に
お
け
る
牢
人
の
具
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
江
戸
周
辺
地
域
に
在
村
す
る
百
姓
が
武

家
に
接
近
し
扶
持
取
り
化
を
指
向
す
る
姿
を
捉
え
）
10
（

、
ま
た
、
大
名
家
が
江
戸
に
お
い
て
新
規
に
抱
え
た
家
臣
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
）
11
（

が
、
江

戸
の
牢
人
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
人
々
が
出
入
り
・
居
住
す
る
江
戸
の
社
会
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。

一
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
に
み
る
「
牢
人
」「
浪
人
」
の
多
様
性

（
一
）
弘
前
藩
江
戸
日
記
上
の
「
牢
人
」「
浪
人
」
文
言
と
牢
人
像

牢
人
は
、
一
般
に
主
君
に
仕
え
て
い
な
い
武
士
を
指
す
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
を
見
る
と
、
諸
処
に
「
牢
人
」「
浪
人
）
12
（

」

の
文
言
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
主
君
に
仕
え
て
い
な
い
武
士
と
い
う
一
般
的
な
概
念
と
は
異
な
る
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
も
の



中野達哉　　近世前期における江戸の牢人29
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
の
享
保
期
ま
で
の
記
事
か
ら
「
牢
人
」「
浪
人
」
の
文
言
を
抽
出
し
、
ど
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
見
て
み
た
い
。

ま
ず
、
一
般
的
に
牢
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
主
君
に
仕
え
て
い
な
い
武
士
と
し
て
の
牢
人
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
記
事
を
み
て
み
よ
う
。

【
史
料
１
）
13
（

】
 
 

廿

（
元
禄
十
三
年
七
月
） 

六
日　

天
気
能

一
、
石
田
丈
右
衛
門
・
藤
岡
三
左
衛
門
・
岩
田
半
次
郎
・
大
石
郷
右
衛
門
口
上
書
ニ
而
申
立
候
ハ

 

大
久
保
権
之
丞　
　
　

 

松
野
半
三
郎　
　
　

　

右
両
人
義
前
々
よ
り
鑓
稽
古
仕
候
、
師
匠
ハ
只
今
松
平
宮
内
少
輔
様
ニ
罷
在
候
上
田
喜
兵
衛
と
申
候
、
住
所
ハ
松
原
ニ
罷
在
候

 

斎　

木　

喜　

六　
　
　

　

右
喜
六
儀
、
前
々
よ
り
鑓
稽
古
仕
候
、
師
匠
ハ
旅
川
弥
右
衛
門
と
申
、
御
家
へ
も
御
出
入
仕
候
浪
人
ニ
而
御
座
候
、
住
所
者
本
郷
御
弓

町
ニ
罷
在
候
、
右
三
人
之
者
共
兼
々
稽
古
仕
度
心
懸
罷
在
候
、
当
年
御
留
守
中
ニ
何
と
そ
折
々
参
候
而
稽
古
仕
度
由
願
申
候
、
右
之
義
ニ

付
、
他
出
之
節
外
へ
立
寄
申
候
様
成
義
兼
而
仕
間
敷
由
、
其
段
々
以
誓
紙
成
共
可
申
上
候
由
申
候
、
何
も
年
若
成
者
共
ニ
而
御
座
候
ヘ

ハ
幸
之
義
ニ
存
候
ニ
付
、
稽
古
仕
せ
度
奉
存
候

　

右
之
段
不
苦
候
ハ
ヽ
奉
願
旨
申
立
候
ニ
付
、
大
道
寺
隼
人
へ
申
達
候
処
、
願
不
相
叶
候
由
、
其
段
申
渡
候

一
、
右
同
人
口
上
書
ニ
而
申
立
候
ハ
、
外
崎
六
介
弟
喜
六
と
申
候
、
此
者
之
儀
去
年
六
介
奉
願
、
此
方
へ
召
連
罷
登
候
、
自
然　
　

与
一

様
へ
御
人
被
召
出
候
御
沙
汰
も
御
座
候
ハ
ヽ
被
召
出
被
下
置
候
様
奉
願
候
段
、
拙
者
共
迄
六
介
申
候
、
喜
六
義
当
年
廿
三
ニ
罷
成
候
、

取
廻
能
相
見
へ
器
量
も
大
形
ニ
御
座
候
、
右
之
段
奉
願
旨
申
立
候
、
大
道
寺
隼
人
へ
申
達
候
処
、
願
不
相
叶
、
其
段
申
渡
候
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こ
れ
は
、
弘
前
藩
の
家
臣
ら
の
鑓
稽
古
に
つ
い
て
の
届
け
出
な
ど
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
年
、
弘
前
藩
主
は
交
代
で
国
元
に
帰
る

が
、
そ
の
間
、
家
臣
ら
が
藩
邸
か
ら
鑓
稽
古
に
で
か
け
る
こ
と
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
鑓
稽
古
の
師
匠
は
、
大
久
保
・
松
野
は
松
平

宮
内
少
輔
家
）
14
（

に
い
る
上
田
喜
兵
衛
で
あ
る
が
、
外
崎
六
介
の
弟
斎
木
喜
六
の
師
匠
は
「
浪
人
」
の
旅
川
弥
右
衛
門
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

旅
川
弥
右
衛
門
は
、
弘
前
藩
に
も
出
入
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
本
郷
御
弓
町
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
本
郷
御
弓
町
、
す
な
わ

ち
町
人
町
に
居
住
し
て
、
鑓
の
師
匠
を
し
、
藩
邸
に
出
入
す
る
牢
人
の
姿
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
牢
人
像
は
、
町
人
町
に
居
住

し
、
特
技
を
も
つ
故
に
生
計
を
た
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
牢
人
の
多
く
あ
る
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
藩
邸
に
出
入
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
藩
と
し
て
、
こ
う
し
た
牢
人
を
拒
絶
・
忌
避
す
る
対
象
と
し
て
は
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
弘
前
藩
で
は
、
元
禄
十
一
年
三
月
、
盗
人
を
小
塚
原
で
斬
罪
に
し
た
が
、
そ
れ
は
刀
の
試
し
切
り
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
）
15
（

。
そ
の

時
、「
右
盗
人
切
手
松
本
長
大
夫
と
申
浪
人
御
頼
被
成
候
」
と
盗
人
の
斬
り
手
を
牢
人
に
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
依
頼
さ
れ

た
牢
人
松
本
長
大
夫
に
は
、
松
本
半
右
衛
門
と
い
う
息
子
が
お
り
、
弟
子
と
し
て
同
道
し
、
長
大
夫
と
と
も
に
試
し
切
り
を
行
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
松
本
長
大
夫
は
、
小
塚
原
に
行
く
に
あ
た
り
、
弘
前
藩
に
対
し
馬
の
借
用
を
願
い
出
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
弘
前
藩
と
し
て
罪
人
の
処

刑
を
牢
人
に
依
頼
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
牢
人
は
、
津
軽
家
の
刀
の
試
し
切
り
を
す
る
ほ
ど
、
武
芸
に
秀
で
た
者
で
あ
る
と
と

も
に
、
家
族
が
あ
り
、
そ
の
息
子
も
剣
術
を
父
に
習
い
嗜
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
牢
人
に
対
し
、
馬
を
貸
与
し
、
ま
た
、
食
事
を
提
供
す

る
な
ど
、
藩
と
し
て
手
厚
く
も
て
な
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
武
芸
に
秀
で
た
牢
人
の
ほ
か
、
芸
能
に
秀
で
た
牢
人
の
記
事
も
み
ら
れ
る
。

【
史
料
２
）
16
（

】

　
　

四

（
元
禄
十
年
十
月
）

日　

天
気
能

　
　
　
　
（
中
略
）

一
、
伴
左
次
右
衛
門
と
申
牢
人
、
右
ハ
水
野
周
防
守
様
ニ
罷
在
候
者
ニ
候
、
兼
而
幸
清
御
耳
ニ
立
置
候
、
此
者
地
謡
ニ
六
日
・
七
日
罷
出
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筈
ニ
候
、
併
牢
人
之
儀
ニ
候
故
昼
時
分
罷
出
候
ハ
ヽ
先　

御
目
見
被　
　

仰
付
、
其
後
地
謡
ニ
も
罷
出
筈
ニ
候
、
右
之
段
被　

仰
付
候

間
、
左
次
右
衛
門
罷
出
候
ハ
ヽ
其
段
被
仰
上
、　

御
目
見
之
節
諸
事
御
差
図
被
成
可
被
下
候

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
伴
左
次
右
衛
門
は
、
水
野
周
防
守
家
）
17
（

に
い
る
牢
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
伴
左
次
右
衛
門
は
、
地
謡
を
披
露
す
る
た
め
六
・
七

日
藩
邸
に
来
る
予
定
で
あ
る
が
、
牢
人
で
あ
る
た
め
、
日
中
に
一
度
お
目
見
え
を
許
し
、
そ
の
上
で
地
謡
を
披
露
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

地
謡
に
秀
で
た
牢
人
が
お
り
、
牢
人
で
は
あ
る
が
、
水
野
周
防
守
家
の
屋
敷
に
身
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
元
禄
十
一
年
五

月
に
は
、
伴
左
次
右
衛
門
が
弘
前
藩
に
対
し
て
「
御
中
小
性
」
と
し
て
の
仕
官
を
望
ん
で
い
る
）
18
（

。
そ
の
記
事
で
は
、
伴
左
次
右
衛
門
が
「
大
鼓

打
申
候
」
者
で
あ
り
、「
御
国
元
ニ
而
御
能
な
と
被　

仰
付
候
ハ
ヽ
手
伝
を
も
仕
度
と
申
」
す
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
弘
前
藩
で
は
国
元
へ
下

る
よ
う
命
じ
、「
御
国
元
ニ
罷
在
候
内
ハ
上
下
共
御
賄
被
下
筈
ニ
御
約
束
」
し
て
い
る
。
技
能
を
持
っ
た
者
に
対
し
、
国
元
に
赴
か
せ
、
面
倒
を

み
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
武
芸
や
芸
能
に
秀
で
た
牢
人
に
対
し
て
、
藩
の
役
に
立
つ
者
と
し
て
扱
い
、
そ
こ
に
は
拒
絶
感
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

大
名
家
に
身
を
寄
せ
る
牢
人
の
姿
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
技
能
・
職
能
を
持
つ
者
が
、
牢
人
と
し
て
弘
前
藩
江
戸
日
記
に
記
さ
れ
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
い
く
つ
か
見
て

み
よ
う
。

【
史
料
３
）
19
（

】

　
　

十

（
元
禄
十
三
年
六
月
）

六
日　

天
気
能

　
　
　
　
（
中
略
）

一
、
豊
田
孫
大
夫
申
立
候
ハ
、
岡
玄
忠
と
申
候
町
医
者
、
拙
者
弟
ニ
御
座
候
、
生
国
越
前
之
者
ニ
而
則
松
平
越
前
守
様
ニ
相
勤
罷
有
候
、
其

節
者
川
瀬
市
左
衛
門
と
申
候
、
只
今
ニ
兵
部
大
輔
様
御
家
ニ
兄
弟
・
親
類
共
大
勢
相
勤
罷
有
候
、
右
玄
忠
義
ハ
先
年
越
前
守
様
御
代
ニ
御
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家
中
大
勢
御
暇
被
下
候
節
浪
人
仕
、
其
後
医
者
ニ
罷
成
候
、
拙
者
苦
労
ニ
不
仕
候
得
ハ
不
叶
者
ニ
御
座
候
ニ
付
、
御
国
元
へ
差
越
、
御
町

之
内
ニ
而
療
治
為
仕
度
奉
願
候
、
此
段
不
苦
被
思
召
候
ハ
ヽ
宜
御
沙
汰
奉
願
旨
申
立
候
、
則
大
道
寺
隼
人
江
申
達
候
処
、
願
之
通
被
仰

付
、
則
孫
大
夫
へ
申
渡
候

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
岡
玄
忠
と
い
う
町
医
者
が
以
前
川
瀬
市
左
衛
門
と
名
乗
り
松
平
越
前
守
家
に
仕
え
て
い
た
が
、
暇
を
出
さ
れ
牢
人
し

て
医
者
に
な
っ
た
と
す
る
。
松
平
越
前
守
家
に
仕
え
て
い
た
時
に
ど
の
よ
う
な
立
場
・
地
位
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
医
術
に
通
じ
た

者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
者
に
つ
い
て
、
国
元
津
軽
に
お
い
て
町
中
で
療
治
、
す
な
わ
ち
医
者
を
さ
せ
た
い
と
願
い
出
た
も
の
で

あ
る
が
、
弘
前
藩
で
は
、
こ
う
し
た
者
が
国
元
に
入
り
、
町
医
者
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
家
臣
豊
田
孫
大

夫
の
弟
で
あ
り
、
身
元
が
確
か
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、
元
禄
八
年
七
月
一
日
に
は
、「
牢
人
町
医
」
で
あ
る
川
村
道
格
が
お
目
見
え
を
許
さ
れ
た
記
事
も
見
ら
れ
る
）
20
（

。
ま
た
、
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
九
月
二
十
五
日
に
は
、「
浪
人
儒
者
」
と
し
て
二
階
堂
慎
庵
の
名
が
記
さ
れ
、
用
事
が
あ
り
弘
前
藩
の
御
用
人
宅
に
出
頭
す
べ
き

旨
が
み
ら
れ
る
）
21
（

。
医
者
・
儒
者
が
藩
（
武
家
）
と
接
す
る
な
か
で
、
仕
え
る
主
人
が
い
な
い
者
と
し
て
牢
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
職
人･

芸
能
民
な
ど
本
来
的
に
武
士
で
な
い
者
が
牢
人
と
記
さ
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
。

享
保
七
年
三
月
二
日
の
記
事
に
は
、「
一
、
浪
人
大
工
浅
井
平
吉
・
柳
橋
杢
介
、
右
両
人
召
拘
候
事
作
事
奉
行
坂
上
専
左
衛
門
相
伺
候
付
、

帯
刀
江
達
、
弥
召
拘
候
様
ニ
と
申
渡
之
」
と
み
ら
れ
、
大
工
を
召
し
抱
え
る
に
際
し
、「
浪
人
大
工
」
と
記
し
て
お
り
）
22
（

、
ま
た
、
享
保
十
年
二
月

二
十
四
日
の
記
事
に
は
、「
一
、
浪
人
塗
師
有
之
候
、
蒔
絵
も
少
々
仕
候
、
老
親
有
之
候
間
、
御
長
屋
さ
へ
被
下
候
ハ
ヽ
足
軽
之
御
宛
行
ニ
而
壱

人
扶
持
も
増
被
下
候
ハ
ヽ
、
塗
師
之
透
ニ
ハ
足
軽
成
共
何
成
共
相
勤
可
申
と
申
者
有
之
候
」
と
見
ら
れ
）
23
（

、
召
し
抱
え
よ
う
と
す
る
塗
師
を
「
浪

人
塗
師
」
と
記
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
長
屋
を
与
え
、
足
軽
と
兼
役
で
召
し
抱
え
る
か
藩
で
も
検
討
し
た
が
、
年
老
い
た
親
が
い
る
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た
め
沙
汰
止
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
大
工
・
塗
師
と
い
っ
た
職
人
を
藩
と
し
て
召
し
抱
え
る
に
際
し
て
、
ど
こ
に
も
所
属
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
「
浪
人
」
と
表
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
弘
前
藩
に
仕
え
た
能
役
者
が
、「
私
先
祖
日
吉
松
雪
儀
、
桂
光
院
様
御
代
御

家
江
被　

召
出
、
老
衰
迄
御
介
抱
被
成
下
、
祖
父
権
大
夫
儀
者
其
頃
会
津
中
将
様
被　

召
置
、
其
後
牢
人
仕
候
而
妙
心
院
様
御
代
被　

召
出
、

過
分
之
御
給
分
被
下
置
之
、
御
家
ニ
而
相
果
申
候
」
と
自
ら
の
先
祖
に
つ
い
て
言
上
し
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
）
24
（

、
そ
こ
で
は
、
他
家
に
仕
え
た

あ
と
「
牢
人
」
し
、
再
び
弘
前
藩
に
仕
え
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
、
能
役
者
が
主
人
に
仕
え
て
い
な
い
こ
と
を
牢
人
と
称
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
使
用
例
は
、
中
間
な
ど
の
武
家
奉
公
人
に
も
み
ら
れ
る
。

【
史
料
４
）
25
（

】

　
　

七

（
元
禄
十
五
年
八
月
）

日　

晴

　
　
　
　
（
中
略
）

一
、
昨
夜
辻
番
所
ニ
て
捕
候
米
盗
人
之
儀
付
、
今
朝
御
目
付
近
藤
平
八
郎
様
江
委
細
書
付
仕
、
大
橋
孫
左
衛
門
持
参
候
処
、
御
受
取
被
成

候
一
、
御
小
人
目
付
杉
野
甚
右
衛
門
・
梶
間
作
右
衛
門
両
人
辻
番
所
へ
参
、
右
盗
人
致
見
分
、
一
々
口
書
致
さ
せ
候
、
其
節
大
橋
孫
左
衛

門
・
門
馬
武
兵
衛
・
御
目
付
佐
藤
軍
大
夫
罷
出
候
、
尤
例
之
通
茶
弁
当
た
は
こ
盆
出
之
、
右
口
書
左
記
之

　
　
　
　

口
書

午
八
月
六
日
暮
六
半
過
、
私
儀
去
年
牛
込
山
村
十
左
衛
門
組
原
兵
右
衛
門
方
ニ
中
間
奉
公
仕
、
当
三
月
よ
り
牢
人
ニ
而
罷
在
候
付
、

及
渇
命
申
候
ニ
付
、
四
五
年
以
前
御
勘
定
衆
五
味
与
五
兵
衛
方
ニ
も
中
間
奉
公
仕
、
勝
手
を
存
知
候
付
、
川
舟
手
代
武
井
吉
兵
衛

方
江
参
、
鈴
木
三
郎
右
衛
門
家
来
と
申
、
つ
き
申
候
飯
米
切
レ
申
候
ニ
付
、
五
升
程
御
借
し
可
被
下
候
、
明
日
つ
き
申
候
ハ
ヽ
返
し

可
申
由
申
候
、
則
米
五
升
受
取
申
候
所
、
見
馴
不
申
者
候
由
ニ
而
あ
な
た
よ
り
御
家
来
衆
付
添
、
跡
よ
り
盗
人
と
声
を
か
け
ら
れ
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候
ニ
付
、
右
之
米
捨
置
、
欠
出
候
得
者
津
軽
越
中
守
様
辻
番
所
ニ
被
留
置
申
候
、
此
外
相
替
儀
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　

八
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          　
　
　
　

 

長  

大  

夫

　
　
　

杉
野
甚
右
衛
門
殿

　
　
　

梶
間
作
右
衛
門
殿

　
　
　

 （
以
下
略
）

こ
れ
は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
八
月
六
日
、
弘
前
藩
が
担
当
す
る
辻
番
所
で
捕
ら
え
ら
れ
た
米
盗
人
に
つ
い
て
の
記
事
の
う
ち
、
米

盗
人
の
口
書
部
分
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
米
盗
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
長
大
夫
は
、
去
年
ま
で
山
村
十
左
衛
門
組
原
兵

右
衛
門
方
に
「
中
間
奉
公
」
し
、
当
年
三
月
よ
り
「
牢
人
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
以
前
に
幕
府
勘
定
方
の
五
味
与
五
兵
衛
）
26
（

の
も
と
で

も
中
間
奉
公
を
し
て
い
た
こ
と
も
見
ら
れ
る
。「
牢
人
」
は
米
盗
人
で
あ
る
長
兵
衛
が
自
称
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ

の
長
兵
衛
が
、
中
間
と
し
て
渡
り
歩
き
、
そ
の
間
、
仕
え
る
主
人
が
い
な
い
期
間
の
自
分
を
「
牢
人
」
と
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
間
奉
公
す

る
武
家
奉
公
人
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
武
家
身
分
で
な
い
者
が
武
家
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
牢
人
」
と
称
し
た
例
で
あ
る
。

ま
た
、
奉
公
人
が
仕
え
る
主
人
が
い
な
い
期
間
を
「
浪
人
」
と
称
し
て
い
る
記
事
が
確
認
で
き
る
。
同
年
十
月
二
十
五
日
の
記
事
に
は
、「
津

軽
一
野
渡
村
之
者
」
が
「
私
儀
御
当
地
へ
罷
出
候
得
共
、
知
人
も
無
御
座
、
通
り
町
筋
ニ
て
人
毎
ニ
年
季
ニ
成
共
奉
公
仕
度
由
頼
候
得
者
、
日
本

橋
木
戸
際
ニ
か
る
こ
之
者
罷
在
、
年
季
ニ
相
住
候
ハ
ヽ
肝
煎
可
申
由
ニ
て
右
か
る
こ
宿
江
召
連
参
、
日
本
橋
近
所
酒
屋
江
五
年
之
年
季
ニ
而
相
住
候

得
共
、
酒
屋
身
代
潰
、
三
年
目
ニ
致
浪
人
、
夫
よ
り
方
江々
一
季
奉
公
仕
候
得
共
、
此
内
之
主
人
年
久
敷
聢
と
覚
不
申
候
、
去
年
三
月
よ
り
当

三
月
迄
酒
井
内
匠
頭
様
御
家
中
関
友
之
助
殿
へ
馬
取
奉
公
、
石
右
衛
門
と
申
候
得
而
相
勤
申
候
、
夫
よ
り
当
三
月
御
小
姓
丸
茂
清
三
郎
様
へ
奉

公
ニ
罷
出
、
馬
取
相
勤
、
与
介
と
申
候
、
当
五
月
よ
り
ち
ゃ
う
ま
ん
相
煩
候
付
、
暇
を
取
、
閏
八
月
迄
小
田
原
町
茂
右
衛
門
と
申
者
之
方
ニ
罷

在
候
、
衣
類
等
も
売
払
養
生
仕
候
処
、
茂
右
衛
門
身
代
潰
し
申
候
ニ
付
立
除
、
九
月
廿
日
よ
り
無
宿
罷
成
、
袖
乞
仕
候
処
、
芝
宇
田
川
町
ニ
て
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御
目
付
様
御
見
付
御
僉
儀
之
上
口
書
御
取
被
遊
候
」
と
あ
る
）
27
（

。
津
軽
出
身
の
佐
次
右
衛
門
が
、
親
の
死
後
江
戸
に
登
り
、
最
初
日
本
橋
近
所
の

酒
屋
に
五
年
季
で
奉
公
し
た
が
、
三
年
目
に
酒
屋
が
潰
れ
、「
浪
人
」
し
、
そ
の
後
、
諸
方
に
年
季
奉
公
し
た
後
、
昨
年
よ
り
酒
井
内
匠
頭
家）28
（

の
関
友
之
助
に
馬
取
奉
公
し
、
今
年
よ
り
小
性
丸
茂
清
三
郎
方
に
奉
公
し
た
が
暇
を
と
り
、
無
宿
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、
酒
屋
す
な

わ
ち
商
家
に
仕
え
た
後
に
、
そ
の
商
家
が
潰
れ
、
仕
え
る
主
人
が
い
な
い
こ
と
を
「
浪
人
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
仕
え
る
主

人
も
武
家
と
は
限
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
武
芸
や
芸
能
に
秀
で
た
才
能
を
持
つ
牢
人
が
、
藩
と
接
す
る
状
況
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、

本
来
、
武
家
身
分
で
は
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
新
た
に
藩
に
仕
え
る
な
ど
、
藩
＝
武
家
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、「
牢
人
」
の
文
言
が
ど
の
家

に
も
仕
え
て
い
な
い
者
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
日
常
的
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
二
）　

弘
前
藩
江
戸
日
記
に
現
れ
る
江
戸
の
牢
人
の
存
在
状
況

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
に
記
さ
れ
る
牢
人
文
言
は
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
、
本
来
的
に
は
武
士
で
あ
り
な
が
ら

仕
え
る
主
人
が
い
な
く
な
っ
た
者
以
外
に
も
、
武
士
以
外
の
身
分
の
者
で
も
、
藩
で
召
し
抱
え
る
な
ど
、
藩
（
武
家
）
と
の
関
わ
り
の
な
か

で
、
単
に
仕
え
る
主
人
が
い
な
い
者
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
面
が
み
ら
れ
た
。
後
者
は
、
仕
え
る
べ
き
主
人
が
い
な
い
と
い
う
意
味
で
牢

人
文
言
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
分
析
し
よ
う
と
す
る
、
本
来
的
に
武
士
で
あ
る
牢
人
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
、
前
者
の
牢
人
に
つ

い
て
江
戸
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
次
に
み
て
い
き
た
い
。

さ
き
に
見
た
鑓
術
の
師
匠
旅
川
弥
右
衛
門
は
、
本
郷
御
弓
町
に
居
住
し
て
い
た
。
旅
川
が
居
住
し
て
い
た
家
が
、
自
己
の
屋
敷
な
の
か
、
借

家
な
の
か
は
、
こ
こ
で
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
元
禄
十
五
年
弘
前
藩
が
江
戸
周
辺
で
抱
屋
敷
を
取
得
し
よ
う
と
し
、
そ
の
際
の
候
補
地
の

一
つ
を
千
寿
町
の
浪
人
千
葉
刑
部
の
屋
敷
と
し
て
お
り
、
屋
敷
地
を
所
持
し
て
い
る
牢
人
の
記
事
も
み
ら
れ
る
）
29
（

。
そ
し
て
、
後
掲
の
表
１
№
35
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に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
は
、
陪
臣･

牢
人
の
抱
屋
敷
所
持
が
禁
止
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
抱
屋
敷
を
持
つ
こ
と

が
で
き
、
享
保
期
に
禁
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
所
持
し
て
い
た
者
が
広
く
一
般
的
に
い
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き
る
。

ま
た
、
本
郷
に
借
家
し
て
い
る
浪
人
も
見
ら
れ
る
。

【
史
料
５
）
30
（

】

　
　

享
保
七
壬
寅
年
九
月
朔
日　

癸
未
快
晴

　
　
　
（
中
略
）

一
、
御
部
屋
御
小
性
組
追
良
瀬
酒
之
丞
口
上
書
ニ
而
北
川
武
左
衛
門
を
以
先
月
大
石
庄
司
迄
申
立
候
者
、
私
養
父
追
良
瀬
八
右
衛
門
儀
、

御
代
官
久
保
田
左
次
右
衛
門
様
御
手
代
相
勤
罷
有
候
処
、
左
次
右
衛
門
様
旧
冬
御
役
御
免
ニ
付
、
八
右
衛
門
儀
も
牢
人
仕
、
妻
子
縁
者

共
方
ニ
差
置
、
八
右
衛
門
儀
ハ
本
郷
ニ
借
宅
仕
罷
有
候
、
只
今
何
方
江
も
有
付
不
申
、
借
宅
諸
事
物
入
必
至
と
続
兼
難
儀
仕
候
、
依
之

八
右
衛
門
儀
身
上
片
付
候
内
私
方
ニ
差
置
申
度
奉
存
候
旨
帯
刀
江
相
達
候
処
、
願
之
通
可
申
付
旨
被
申
越
候
ニ
付
、
則
武
左
衛
門
江
申
渡
之

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
部
屋
小
姓
組
の
追
良
瀬
酒
之
丞
の
養
父
追
良
瀬
八
右
衛
門
は
、
こ
れ
ま
で
幕
府
代
官
久
保
田
左
次
右
衛
門
の
手
代
を
務

め
て
い
た
が
、
仕
え
て
い
た
久
保
田
左
次
右
衛
門
が
お
役
ご
免
と
な
っ
た
た
め
）
31
（

、
八
右
衛
門
も
牢
人
し
、
そ
の
際
、
妻
子
は
縁
者
に
預
け
、
本

人
は
本
郷
で
借
宅
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
次
の
仕
官
先
が
定
ま
ら
ず
、
借
宅
で
は
物
入
り
も
多
い
た
め
、
酒
之
丞
が
八
右
衛
門
の

仕
官
先
が
定
ま
る
ま
で
引
き
取
り
た
い
旨
を
藩
に
願
い
出
て
、
許
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
牢
人
後
、
江
戸
に
借
宅
し
、
次
の
仕
官
先
を
探
す
牢

人
の
姿
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
は
武
士
が
主
君
を
転
々
と
渡
り
歩
く
な
か
で
、
仕
え
る
主
君
の
い
な
い
空
白
の
時
期
を
牢
人
と
言
い
表
し
た

一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
子
に
引
き
取
ら
れ
、
厄
介
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
も
同
様
に
、
藩
邸
に
身
を
寄
せ
る
牢
人
の
事
例
で
あ
る
。

【
史
料
６
）
32
（

】

　
　

十

（
元
禄
十
二
年
四
月
） 

一
日　

晴
天
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（
中
略
）

一
、
大
橋
孫
左
衛
門
申
立
候
ハ
、
私
弟
喜
内
と
申
者
、
松
平
若
狭
守
様
ニ
相
勤
罷
有
候
処
、
去
夏
致
浪
人
候
、
年
廿
二
ニ
罷
成
候
、
兼
而

介
抱
致
置
候
得
共
、
今
度
御
長
屋
へ
引
越
申
ニ
付
、
致
遠
慮
、
外
ニ
差
置
申
候
、
右
之
喜
内
手
前
へ
引
取
置
申
度
由
願
申
立
候
付
奉
伺

候
処
、
願
之
通
被　

仰
付
、
取
次
飯
田
半
兵
衛
ニ
申
渡
之

大
橋
孫
右
衛
門
は
、
弘
前
藩
の
御
聞
役
を
務
め
た
江
戸
常
駐
の
家
臣
で
）
33
（

、
そ
の
弟
喜
内
は
、
松
平
若
狭
守
に
仕
官
し
て
い
た
が
、
昨
年
夏
に

牢
人
し
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
孫
右
衛
門
が
面
倒
を
み
て
い
た
が
、
今
回
弘
前
藩
の
長
屋
に
孫
右
衛
門
が
移
り
住
む
こ
と
に
な
り
、

藩
へ
の
遠
慮
か
ら
一
旦
外
に
住
ま
わ
せ
、
そ
の
後
、
孫
右
衛
門
が
自
分
の
住
む
長
屋
に
引
き
取
り
た
い
こ
と
を
藩
に
願
い
出
て
、
許
可
さ
れ
た

記
事
で
あ
る
。
藩
邸
内
に
家
臣
の
親
族
と
し
て
住
む
牢
人
の
姿
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
同
様
に
元
禄
十
年
十
月
六
日
に
は
御
聞
役
）
34
（

長
尾
小

次
郎
の
甥
が
、
牢
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
田
村
右
京
大
夫
）
35
（

家
の
屋
敷
に
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
）
36
（

。

こ
う
し
た
牢
人
に
対
し
て
、
藩
で
手
当
を
出
す
記
事
も
確
認
で
き
る
。

【
史
料
７
）
37
（

】

　
　

十

（
元
禄
四
年
四
月
） 

五
日　

曇　

但
午
刻
よ
り
雨
降

　
　
　
　
（
中
略
）

一
、
中
村
八
郎
右
衛
門
牢
人
中
銀
子
弐
拾
枚
宛
被
下
置
候
、
今
度
身
上
有
付
候
、
依
之
右
御
合
力
金
向
後
不
被
下
候
、
最
前
申
立
候
も
牢

人
中
可
被
下
由
申
候
、
夫
故　

御
前
江
不
及
申
上
候
、
其
段
可
申
渡
由
御
家
老
中
被
申
候
付
、
則
八
郎
右
衛
門
ニ
申
渡
之

中
村
八
郎
右
衛
門
と
弘
前
藩
と
の
関
係
は
未
詳
で
あ
る
が
、
牢
人
中
に
合
力
金
と
し
て
銀
二
〇
枚
を
給
付
し
て
お
り
、
新
た
な
主
君
が
見
つ

か
っ
た
た
め
、
今
後
は
合
力
金
を
給
付
し
な
い
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
扶
持
取
り
化
す
る
こ
と
に
よ
り
合
力
金
の
給
付
を
取
り
や
め
る
と
言
う
こ
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と
は
、
こ
の
合
力
金
が
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
定
期
的
に
給
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
ほ
か
に
も
本
間
民
部
左
衛

門
は
、「
不
自
由
」
で
あ
る
と
藩
に
認
識
さ
れ
白
銀
三
〇
枚
を
給
付
さ
れ
て
い
る
）
38
（

。
牢
人
を
仕
官
さ
せ
家
臣
と
し
な
い
ま
で
も
、
手
当
を
与
え

て
い
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
そ
う
し
た
例
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
家
臣
ら
が
、
親
族
な
ど
自
分
と
関
わ
り
の
あ
る
牢
人
を
自
家
で
働
か
せ
る
こ
と
も
み
ら
れ
る
。

【
史
料
８
）
39
（

】

　
　

二

（
元
禄
十
年
十
二
月
）

日　

　
　
　
　
（
中
略
）

一
、
永
曽
武
右
衛
門
申
立
候
ハ
、
私
弟
浪
人
ニ
而
雲
州
罷
有
候
処
、
当
夏
御
当
地
へ
罷
越
、
緑
町
ニ
借
宅
仕
せ
私
介
抱
ニ
仕
置
候
、
此
度
上

方
御
用
被　

仰
付
候
付
、
留
守
火
之
本
旁
右
之
弟
手
前
ニ
差
置
申
度
奉
存
候
、
忰
吉
之
進
義
も
帰
番
ニ
相
勤
申
候
、
中
間
計
差
置
候
而

ハ
無
心
元
奉
存
候
付
奉
願
候
、
宜
御
沙
汰
被
遊
可
被
下
旨
申
立
候
付
、
則
奉
伺
候
処
、
願
之
通
被　

仰
付
之
、
則
武
右
衛
門
へ
申
渡
之

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
家
臣
永
曽
武
右
衛
門
）
40
（

の
弟
は
牢
人
の
身
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
雲
州
（
出
雲
）
に
い
た
が
、
こ
の
夏
江
戸
に
の
ぼ
っ
て
き
た

た
め
、
緑
町
に
借
宅
さ
せ
、
武
右
衛
門
が
世
話
を
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
武
右
衛
門
が
今
回
「
上
方
御
用
」
を
命
じ
ら
れ
た

た
め
、
そ
の
留
守
中
、
自
分
の
「
手
前
」（
留
守
宅
）
に
置
き
、
留
守
を
守
ら
せ
た
い
と
願
い
出
て
、
許
可
さ
れ
て
い
る
。
親
族
の
な
か
に
い

る
牢
人
を
世
話
し
、
留
守
宅
の
管
理
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
自
家
に
置
い
て
い
る
。

ま
た
、
家
臣
河
合
半
右
衛
門
）
41
（

は
、
享
保
三
年
七
月
二
十
七
日
に
「
私
方
ニ
差
置
候
浪
人
河
合
忠
右
衛
門
儀
病
身
ニ
付
、
身
上
か
せ
き
相
止
申

候
、
依
之
私
家
来
ニ
仕
候
旨
申
出
候
ニ
付
監
物
江
達
之
、
申
立
之
通
申
付
之
」
と
、
自
家
に
居
住
さ
せ
て
い
た
牢
人
河
合
忠
右
衛
門
が
お
り
、

そ
の
者
が
病
気
で
「
身
上
か
せ
き
」
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
自
分
の
家
来
と
し
た
い
旨
を
願
い
出
て
、
許
可
さ
れ
て
い
る
）
42
（

。
同
姓
で
あ
る

こ
と
か
ら
親
族
と
思
わ
れ
、
そ
れ
故
牢
人
と
し
て
河
合
半
右
衛
門
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
牢
人
を



中野達哉　　近世前期における江戸の牢人39
家
来
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
藩
が
認
め
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。

で
は
、
史
料
８
で
、
牢
人
が
「
私
弟
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、「
借
宅
仕
せ
私
介
抱
」
し
て
い
た
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
家
臣
、
つ
ま
り

主
君
に
仕
え
る
武
士
が
牢
人
を
保
護
・
世
話
す
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
史
料
３
で
は
、「
拙
者
苦
労
ニ
不
仕
候
得
ハ
不
叶
者
ニ
御
座
候
ニ
付
、
御
国
元
へ
差
越
、
御
町
之
内
ニ
而
療
治
為
仕
度
奉
願
候
」
と
牢
人

と
な
っ
た
弟
の
国
元
で
の
居
住
を
藩
に
願
い
出
て
い
る
が
、「
拙
者
苦
労
ニ
不
仕
候
得
ハ
」
と
述
べ
て
お
り
、
弘
前
藩
に
仕
え
る
身
で
あ
る
自

分
が
間
で
労
を
と
ら
な
け
れ
ば
弟
が
国
元
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
親
族
、
そ
れ
も
最
も
近
い
兄
弟
と
い
う
関
係

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
正
徳
三
年
四
月
二
十
四
日
の
記
事
で
は
、
河
合
半
右
衛
門
が
牢
人
の
身
と
な
っ
て
い
る
従
弟
の
下
谷
坂
本
の
借
宅
が
類
焼

し
た
た
め
、
従
弟
を
縁
者
に
頼
み
預
け
て
い
た
が
、
自
分
の
も
と
に
引
き
取
り
た
い
と
し
て
藩
に
願
い
出
て
許
可
を
得
て
い
る
）
43
（

。
こ
の
河
合
半

右
衛
門
は
、
宝
永
七
年
四
月
十
日
に
も
、
自
分
の
兄
河
合
又
之
助
が
そ
れ
ま
で
仕
え
て
い
た
本
多
中
務
大
輔
家
）
44
（

か
ら
「
御
知
行
減
」
の
た
め
暇

を
出
さ
れ
牢
人
し
て
江
戸
に
上
京
し
、
河
合
半
右
衛
門
の
も
と
に
世
話
に
な
り
た
い
と
頼
ま
れ
た
こ
と
に
対
し
、「
如
何
鋪
」
思
っ
た
が
、「
浪

人
之
義
御
座
候
故
差
当
難
儀
」
と
思
い
、
長
屋
に
差
し
置
く
こ
と
を
願
い
出
て
許
可
を
得
て
い
る
）
45
（

。
ま
た
、
正
徳
元
年
八
月
二
十
七
日
、
手
廻

衆
の
門
馬
八
郎
右
衛
門
は
、
従
弟
の
亀
井
三
郎
左
衞
門
が
藩
の
人
減
ら
し
の
た
め
本
多
中
務
大
輔
家
よ
り
暇
を
出
さ
れ
た
が
、「
兼
々
不
勝
手

者
」
で
、「
其
上
泥
（
厄
）介
多
御
座
候
而
牢
人
一
分
之
取
続
難
仕
者
」
で
あ
り
、「
近
キ
一
類
私
之
外
無
御
座
」
た
め
、「
泥
（
厄
）介
」
す
な
わ
ち
「
三
郎

左
衛
門
母
」
と
「
幼
少
之
子
共
男
女
両
人
」
と
と
も
に
引
き
取
り
た
い
と
願
い
出
て
い
る
）
46
（

。

こ
う
し
た
例
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
家
臣
が
藩
に
対
し
て
引
き
取
り
た
い
な
ど
と
願
い
出
る
牢
人
は
、
い
ず
れ
も
近
親
の
者
・
親
族
で
あ

り
、
こ
れ
が
藩
に
願
い
出
て
認
め
ら
れ
る
条
件
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
他
に
面
倒
を
見
る
者
が
お
ら
ず
、
ま
た
、
牢
人
と
し
て
自
立

す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
、
保
護
・
世
話
を
す
る
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
牢
人
が
藩
邸
に
い
た
こ
と
や
、
ま

た
、
牢
人
と
な
っ
て
い
る
親
類
を
世
話
す
る
家
臣
の
姿
も
確
認
さ
れ
る
。
牢
人
の
姿
は
、
こ
う
し
た
主
君
に
仕
え
る
武
士
の
す
ぐ
側
に
も
一
般

に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
牢
人
か
ら
の
嫁
取
り
や
養
子
縁
組
み
を
行
う
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
元
禄
二
年
閏
正
月
に
は
、
岩
田
衛
門
兵
衛
が
、
母
方

の
従
兄
弟
に
あ
た
る
中
里
七
郎
左
衛
門
と
い
う
牢
人
の
忰
（
一
二
歳
）
を
養
子
と
し
、
い
ず
れ
娘
と
結
婚
さ
せ
た
い
こ
と
を
藩
に
願
い
出
て
認

め
ら
れ
て
い
る
）
47
（

。
同
様
に
、
元
禄
十
四
年
八
月
に
は
、
坂
庭
孫
介
が
兄
に
あ
た
る
坂
庭
伊
右
衛
門
と
い
う
牢
人
の
忰
坂
庭
伝
四
郎
（
一
四
歳
）

を
養
子
と
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
認
め
ら
れ
て
い
る
）
48
（

。
ま
た
、
享
保
八
年
五
月
に
は
、
小
野
勘
助
が
、
五
六
歳
と
な
る
が
実
子
が
な
い
た
め
、

伊
豆
原
所
左
衛
門
と
い
う
牢
人
の
忰
軍
治
郎
（
二
四
歳
）
を
養
子
と
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
認
め
ら
れ
て
い
る
）
49
（

。
小
野
勘
助
の
例
に
つ
い
て

は
、
牢
人
と
の
縁
戚
関
係
が
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
、
養
子
縁
組
は
親
族
内
で
行
う
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
小
野
と
伊
豆
原
も
何
ら
か
の
縁
戚

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
五
年
三
月
に
矢
川
左
介
が
味
岡
勘
兵
衛
の
妹
を
嫁
に
し
た
い
こ
と
を
願
い

出
、
こ
の
味
岡
の
素
性
に
つ
い
て
、「
先
年
川
口
摂
津
守
様
ニ
相
勤
罷
有
候
、
只
今
牢
人
仕
、
御
当
地
罷
有
候
」
と
述
べ
、
牢
人
の
妹
を
嫁
に

と
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
）
50
（

。
こ
れ
ら
、
事
例
は
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、
養
子
縁
組
や
婚
姻
に
際
し
て
は
、
牢
人
で
あ
る
こ
と
は

障
害
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

近
世
の
武
家
社
会
に
お
い
て
は
、
親
族
に
牢
人
を
持
つ
者
が
お
り
、
そ
れ
ら
を
親
族
と
し
て
世
話
す
る
武
士
の
姿
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
藩
社
会
に
お
い
て
、
家
臣
の
親
族
に
牢
人
が
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
面
倒
を
見
る
こ
と
も
決
し
て
拒
絶
・
忌
避
さ
れ
る
行
動
で

は
な
く
、
牢
人
と
し
て
の
武
士
の
存
在
も
、
充
分
に
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
に
現
れ
る
牢
人
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
に
現
れ
る
牢
人
文
言
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
使
わ
れ
方
が
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
仕
え
る
主
君
を
持
た
な
い
武
士
を

示
す
語
と
し
て
の
牢
人
の
ほ
か
、
武
士
以
外
の
身
分
の
者
に
つ
い
て
も
、
単
に
仕
え
る
べ
き
主
人
・
主
君
が
い
な
い
と
い
う
意
味
で
牢
人
を
称

す
る
場
合
が
確
認
で
き
た
。
第
二
に
、
前
者
の
武
士
で
あ
る
牢
人
と
い
う
存
在
が
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
単
独
で
孤
立
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
大
名
家
に
仕
え
る
家
臣
な
ど
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
者
（
親
族
）
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
牢
人
に
対
し
て
は
、
大

名
家
に
仕
え
る
家
臣
ら
も
親
族
と
し
て
時
に
は
世
話
し
、
あ
る
い
は
自
家
に
抱
え
置
き
、
さ
ら
に
は
養
子
・
婚
姻
な
ど
縁
組
み
す
る
場
合
も
み
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ら
れ
た
。
こ
う
し
た
牢
人
は
、
代
々
牢
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
時
的
に
立
場
が
牢
人
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
武
士
で
あ
る
こ

と
に
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
牢
人
が
存
在
す
る
背
景
の
一
つ
に
は
、
近
世
後
期
に
多
く
見
ら
れ
る
武
家
を
渡
り
歩
く
「
渡
り
」
の
武
士
の

存
在
が
あ
り
）
51
（

、
彼
ら
が
主
か
ら
主
へ
と
渡
り
歩
く
際
の
一
時
的
な
姿
で
あ
る
場
合
も
多
く
あ
ろ
う
。
ま
た
、
養
子
縁
組
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
何
ら
か
の
欠
員
や
不
足
が
生
じ
た
と
き
に
そ
れ
を
補
充
す
る
予
備
的
な
存
在
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
名
家

（
藩
）
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
牢
人
の
存
在
を
認
め
て
活
用
し
、
あ
る
い
は
扶
助
を
与
え
、
ま
た
、
家
臣
ら
が
自
家
や
藩
邸
に
抱
え
置
く
こ
と

に
つ
い
て
も
認
め
て
お
り
、
牢
人
に
対
す
る
忌
避
・
拒
絶
感
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

江
戸
町
触
に
み
る
享
保
期
以
前
の
牢
人

つ
ぎ
に
、
江
戸
町
触
か
ら
、
享
保
期
以
前
、
牢
人
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
み
て
み
よ
う
。
表
１
は
、『
江
戸
町
触
集
成
）
52
（

』
か
ら
、

享
保
期
以
前
に
つ
い
て
、「
牢
人
」「
浪
人
」
文
言
が
み
ら
れ
る
触
を
抽
出
し
て
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。『
江
戸
町
触
集
成
』
に
は
、
正
保

五
年
（
一
六
四
八
）
閏
正
月
一
日
以
降
の
触
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
牢
人
に
関
わ
る
触
の
初
出
は
、
改
元
し
た
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
二

月
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
ま
で
の
八
九
年
間
の
触
の
な
か
に
四
六
件
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
牢
人
の

現
れ
方
は
、
大
き
く
つ
ぎ
の
四
つ
に
分
類
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
、
所
謂
牢
人
（
仕
え
る
主
君
の
い
な
い
武
士
）
自
体
を
指
す
文
言
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
武
士
身
分
以
外
の
者
が

単
に
仕
え
る
主
人
が
い
な
い
状
況
を
牢
人
と
い
う
文
言
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
表
中
の
分
類
Ａ
）。
表
１
の
う
ち
の
№
14
は
、「
出
替
り
之
奉

公
人
、
へ
ん
へ
ん
と
浪
人
ニ
而
差
置
申
間
敷
候
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
触
は
、
出
替
り
奉
公
人
が
つ
ぎ
の
勤
め
先
が
定
ま
ら
な
い
ま
ま
、
人
宿
に

逗
留
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
仕
え
る
べ
き
主
人
が
い
な
い
状
況
を
「
浪
人
」
と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
弘
前
藩
江
戸
日
記
で
も

見
ら
れ
た
、
武
士
以
外
の
身
分
の
者
に
つ
い
て
、
仕
え
る
べ
き
主
人
が
い
な
い
状
態
を
牢
人
と
記
し
た
例
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
触
は
、
町
方
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表１　『江戸町触集成』にみる牢人関係記事一覧（享保期以前）
年 西暦月日 「浪人」「牢人」文言のある記事 内容 触の目的 巻文書番号

１慶安元年 1648
２月
28日

一、町中ニ居候牢人吟味いたし、むさ
と仕たる牢人に宿借申間敷事

「むさ」とした牢人への
「宿借」禁止

町中風俗・
治安取り締
まり

１ ７

２承応４年 1655
３月
28日

一、奉公人牢人寄集、御法度相背申間
敷候事

奉公人・牢人寄せ集め、
法度破りの禁止

博奕禁止・
法度遵守 １ 108

３明暦３年 1657
１月
26日

一、浪人よしみのものか、由緒有之輩
来候ハヽ差置へし、但、大勢集置候義
は可為無用事

明暦大火後の措置として、
よしみの牢人・由緒ある
者についての寄留容認

明暦大火へ
の対応 １ 152

４明暦３年 1657
12月
17日

一、跡々より牢人宿借申候而爾今其牢
人ニ宿借置申候ハヽ、何方之牢人 知
行取中小性歩行之者迄も致穿鑿、書付
を以両御番所江家主・五人組・宿主参、
御帳ニ付可申候、右之浪人有付候ハヽ、
何方江有付申候と其段御帳ニ付可申候、
（以下略）

牢人の身元届け出
牢人の身元
と不審者の
届け出

１ 187

５明暦４年 1658
１月
16日

一、増上寺於御法事之内、むさと仕た
る浪人置申間敷事

増上寺での法事執行によ
り「むさ」とした牢人留
め置きの禁止

増上寺法事
執行時の警
備

１ 191

６明暦４年 1658
７月
２日

一、此以前も如被仰付候、其町々ニ牢
人有之候ハヽ早々改書付致、町年寄方
江持参可被申候、国元江参候共、或ハ
身躰有付候共、或ハ店替仕候共、前々
より如申付候其家主同道仕、両御番所
江右之通致書付、持参可被申候事

町方への牢人所在改め 同左 １ 208

７万治２年 1659
１月
18日

一、壱季居之奉公人之宿、二月廿日限
ニ可仕候、････（中略）････右之趣町
中借宿店借迄為申聞、一季居之浪人宿
仕者候ハヽ穿鑿仕、宿致候家主方江手
形ヲ取置、少も違背仕間敷候（以下
略）

一季居奉公人統制 同左 １ 237

８万治２年 1659
６月
19日

一、知行何百石、名苗字誰　宿誰印、
生国何方、先主誰、親類誰之所ニ而名々
字誰、何年以前之浪人、年何十歳（以
下略）

町中、牢人所在取り調べ
書上 同左 １ 256

９万治２年 1659
７月
９日

一、浪人江宿借候ハヽ、慥成請人を取、
宿借可申候、其上両御番所江御断可申
上候旨被仰出候間、左様相心得可申候、
勿論むさと致たるものニ宿かし申間敷
候

牢人「宿借」届け出、「む
さ」とした者への「宿か
し」禁止

同左 １ 261

10 寛文２年 1662
３月
19日

一、去年御改被成候浪人、前々より如
相触候有付候ハヽ、家主・五人組両御
番所江参、何方江有付候段御断可申上
候、若其浪人店替仕候は右同前ニ両御
番所江参、御断可申上候、其以後之浪
人有之候ハヽ、生国・本国・古主誰、
知行何程、切米取ニ候は切米何程、無
足人・中小性迄念を入相改、家主・五
人組両御番所江参り、御断可申候（以
下略）

町中所在牢人の異動届け
出 同左 １ 340
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11 寛文12年 1672
２月
８日

奥平源八・同伝蔵・夏目外記　右三人
之者御尋之儀ニ候間、早々罷出可申候、
････(中略）････聞書、牛込浄瑠璃坂辺
ニ居候奥平隼人と申浪人ハ、右源八父
之敵ニ而（以下略）

牢人敵討ち取り調べ出頭
命令 同左 １ 955

12 延宝９年 1681
７月
17日

親類書、････（中略）････、一、浪人
親類書案紙のことく相認、判形為致取
之可差出事、一、何年何月より誰肝煎
ニ而店請人証文取置候段可書出事････
（中略）････右之通急度相改、銘々証
文取之、其地主印判仕可差上之（以下
略）

牢人親類書・店請証文な
ど差し出し命令 同左 １ 1856

13 天和３年 1683
３月
２日

一、町中ニ有之候武士方 牢人衆、女
中之町屋敷之分、何之誰殿屋敷と致書
付、樽屋所江月行事早々持参可被申候
（以下略）

武士・牢人等所持の町屋
敷調査 同左 ２ 2065

14 貞享元年 1684
３月
24日

一、出替り之奉公人、へんへんと浪人
ニ而差置申間敷候（以下略） 出替り奉公人の滞留禁止 同左 ２ 2209

15 貞享２年 1685
３月
９日

一、出替り之奉公人、へんへんと浪人
ニ而差置申間敷候（以下略） 出替り奉公人の滞留禁止 同左 ２ 2313

16 貞享３年 1686
３月
12日

一、出替之奉公人、へんへんと浪人ニ
而差置申間敷候（以下略） 出替り奉公人の滞留禁止 同左 ２ 2428

17 貞享３年 1686
11月
28日

一、武士方 扶持人医者衆・出家・山
伏・牢人其外、町方之御支配ニ而無之
衆、町屋敷所持被致，右之屋敷地主之
名ニ而沽券書入候ハヽ、其家之家守之
名ニ書替させ可申候（以下略）

町方支配以外の者所持の
屋敷名義書き換え命令

屋敷名義書
き換えおよ
び拝領屋敷
役儀規定

２ 2513

18 貞享５年 1687
１月
23日

一、浪人致所持候鉄炮、一、商売鉄
炮、一、町人致所持候鉄炮、････（中
略）････一、何者ニ而も町中ニ居候者
之鉄炮、右玉目何程之筒、明細ニ改、
書付可申候

町中所在鉄砲の書き上げ
命令 同左 ２ 2648

19 元禄３年 1690
９月
29日

一、朝鮮人参調候儀、病家ニ而無之者、
利徳之ために買取候様ニ相聞、不届ニ
候、一、奉公人ハ其家之用人、････（中
略）････一、浪人・町人ハ其所之名主・
五人組、右判鑑先達而宗対馬守家来方
江遣置証文を以、向後調可申候

朝鮮人参買い取り統制 同左 ２ 2687

20 元禄６年 1693
３月
11日

一、出替之奉公人、へんへんと浪人ニ
而差置申間敷候 出替り奉公人の滞留禁止 同左 ２ 2886

21 元禄７年 1694
３月
11日

一、出替之奉公人、へんへんと浪人ニ
而差置申間敷候 出替り奉公人の滞留禁止 同左 ２ 3058

22 元禄７年 1694
６月
28日

一、浪人富山三郎右衛門欠所諸道具御
払被仰付候間、望之者ハ明廿九日五半
時、細井九左衞門殿御代官所神田上水
之水上関口村江罷越、入札可仕旨可被
相触候

牢人欠所諸道具入札触 同左 ２ 3109

23 元禄７年 1694
７月
26日

一、前々も相触候通、狂言芝居之野郎
牢人野郎、又ハ役者ニ不出前髪有之者
女之おとり子かけま女、方々江遣候
儀堅御法度之儀ニ候間、向後弥右之者
共一切何方江も遣申間敷候（以下略）

風俗統制 同左 ２ 3119

24 元禄８年 1695
３月
11日

一、出替之奉公人、へんへんと浪人ニ
而差置申間敷候（以下略） 出替り奉公人の滞留禁止 奉公人統制２ 3216



駒沢史学79号（2012） 44

25 元禄10年 1697
１月
８日

一、前々も相触候通、狂言芝居之野郎
牢人野郎之儀、御法度ニ候間、弥相
守、何方江も堅遣シ申間敷候（以下略）

風俗統制 同左 ２ 3249

26 元禄12年 1699
３月
15日

一、出替之奉公人、へんへんと浪人ニ
而差置申間敷候（以下略） 出替り奉公人の滞留禁止 奉公人統制２ 3490

27 宝永２年 1705
１月
13日

一、頃日浪人躰之者町々徘徊いたし、
押貰致候由相聞、不届ニ候間、左様之
者於有之ハ留置、早速月番之番所江可
申出候

牢人躰の者押し貰い風聞
により捕らえ届け出る旨
触

同左 ２ 4026

28 宝永３年 1706
３月
18日

一、頃日も相触候通町中致人宿候者、
寄子之浪人不依男女、久敷手前ニ不可
差置候、相応之奉公ニ有附可申候････
（中略）････一、一季居之奉公人、不依
男女、当月中不残片付候様ニ可仕候、
不相付浪人者有之ハ、一町切ニ人宿よ
り人別書いたし、当月廿九日迄之内差
出シ可申候

奉公先の決まらない者の
抱え置き禁止および奉公
先の決まらない者の人別
調査命令

奉公人統制３ 4099

29 宝永３年 1706
６月
16日

一、狂言芝居之野郎、浪人野郎、浪人
役者 白人ニ而致狂言候もの、方々江
あるき候儀制禁之所、又々所々致徘徊
由相聞不届候、向後狂言芝居之野郎、
弥以堅外江あるかせ申間敷候、且又浪
人野郎・浪人役者白人之由ニ而申合
致、狂言あるき候者弥令停止事

狂言芝居役者等の出張狂
言禁止

踊り・芝
居・遊女な
ど風俗統制

３ 4107

30 正徳２年 1712 12月

当九月朔日より十一月廿九日迄、家屋
敷売払申候ハヽ、委細ニ可書上旨認様
････（中略）････買主・売主肩書仕様
････一、浪人ハ　何之誰殿浪人

直参から町人までを対象
とした売買家屋敷の調査 同左 ３ 4553

31 正徳3年 1713 ３月

右之家屋敷去辰・当巳何月幾日売払申
候、此外拙者共町内払屋敷壱ヶ所も無
御座候、仍如件････（中略）････買主・
売主共ニ肩書仕様････（中略）････一、
浪人は　何之誰殿浪人

直参から町人まで対象と
した売買家屋敷の調査 同左 ３ 4626

32 正徳３年 1713 ８月
御留守居組与力石黒源次郎実父、浪人
渡辺柳軒事、今度死罪ニ被仰付候儀ハ
屋守半兵衛を切殺候ニ付而（以下略）

死罪牢人の罪状報知 同左 ３ 4784

33 正徳６年 1716
３月
７日

一、前々も相触候通、出替之奉公人、
へんへんと浪人ニ而差置申間敷候（以
下略）

出替り奉公人の滞留禁止 奉公人統制３ 5225

34 享保２年 1717
３月
６日

一、前々も相触候通、出替之奉公人、
篇々と浪人ニ而差置申間敷候（以下略）出替り奉公人の滞留禁止 奉公人統制３ 5335

35 享保２年 1717
５月
８日

（前略）此程も相触候通、町々委細致吟
味、浪人 医師、町中之家持ハ不及申、
借屋・店かり・地借、裏々召仕等迄、人
別ニ相改、所持之鉄炮、商売鉄炮、預
り鉄炮、質物鉄炮有之候ハヽ、書付ニ
致印形（以下略）

町中所在鉄砲の再調査 同左 ３ 5366

36 享保２年 1717
10月
９日

一、陪臣・浪人・町人は抱屋敷不罷成
候、然レ共陪臣ハ主人、浪人・町人ハ
所之支配より相願、格別之訳相立候ハヽ
吟味之上差図可有之事

陪臣・牢人・町人の抱屋
敷所持禁止

百姓地抱屋
敷統制 ３ 5438

37 享保３年 1718
７月
９日

御拳場ニ前々より住居之浪人、所之者
由緒有之指置候哉、左候ハヽ何方ニ相
勤候処致浪人、何年以前より罷有候哉、
人別ニ証文取之、吟味可仕候、尤向後
浪人差置候ハヽ右之通吟味仕、度々御
目附仙波七郎左衛門・稲葉多宮迄可相
達候（以下略）

江戸五里四方御拳場牢人
住居調査 同左 ３ 5459
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38 享保３年 1718 ８月

一、去酉十一月吟味之上、浪人・医師
町人所持之鉄炮、商売鉄炮、預り鉄
炮 取上候････（中略）････一、町々
ニ而向後浪人ニ店借候ハヽ、鉄炮所持
致候歟、又ハ預鉄炮有之候歟致吟味、
店かし候以後、早速町年寄江相届可申
事、但預り鉄炮不致所持浪人不及相届
候

所持鉄炮調査 同左 ３ 5463

39 享保３年 1718
８月
17日

今度御拳場廻り浪人御改ニ付、只今迄
住居之浪人店追立、又ハ店望候浪人江
も店借不申候由風聞有之、不届ニ候、
向後無故店を立申間鋪候、自今店望候
浪人子細於無之は店借可申候、右之趣
可被相心得候事

御拳場廻り牢人追い立て
の禁止 同左 ３ 5464

40 享保３年 1718
12月
25日

一、町中五歳以上之男女員数、壱町切
ニ相記、名主支配切ニ帳面壱冊ニ認、
今日より来ル廿七日朝四時迄、樽屋所
江可差出候、尤町医師・浪人・御用達
町人迄町内ニ有之分は壱人残さす書出
可申候（以下略）

５歳以上の人別調査 同左 ３ 5589

41 享保４年 1719
４月
11日

一、去戌七月、御拳場ニ住居仕候浪人
御吟味有之、又候此度御吟味被仰付候、
依之浪人有之町々、則証文差上申候、
向後浪人店ニ差置申候ハヽ早速御訴可
申上候（以下略）

御拳場住居牢人調査 同左 ３ 5603

42 享保５年 1720 ５月

浪人祖母井覚左衞門事、御小人目付之
由偽り候而、御鷹通候間、犬繋候様ニ
と段々申来、於尾張町月行事呼出シ、
右之通申候而、草臥候間駕籠出シ候様
ニ申ニ付、怪敷存、町内番屋ニ留置、
奉行所江訴候段宜仕形ニ付、右両人之
ものニ白銀五枚宛被下之

小人目付偽りの牢人を通
報により褒美下賜報知 同左 ４ 5657

43 享保６年 1721
６月
13日

一、町々浪人ニ而商売乍仕、刀帯候類
之者有之候哉致吟味、返答可致候････
（中略）････侍奉公相勤、浪人仕、町
人ニ罷成候而刀帯商売仕候者、 此外
ニも町人ニ而刀帯候者有之哉と御尋御
座候、一、田舎より参候而奉公仕、致
浪人、又奉公かせき可申と存候者、町
方親類好身之者ニ掛り罷有候内ニも刀
帯申候、奉公相止、町人ニ罷成、渡世
仕候者ハ直ニ刀止、町人ニ罷成候儀ニ
御座候（以下略）

町人となった牢人の帯刀
禁止命令 帯刀統制 ４ 5739

44 享保７年 1722
６月
８日

一、町々ニ有之候手習師匠、何町誰店
誰、浪人ニ候ハヽ何之誰 弟子何拾人
有之段、今日有無書付差出候様被申渡
候

手習師匠調査 同左 ４ 5805

45 享保10年 1725 ３月

（前略）此外毎年三月相触候諸奉公人へ
んへんと浪人ニ而差置間敷旨之触書、
当年最早別段ニ不相触候条、弥前々之
通可相守者也

出替り奉公人の滞留禁止 人宿統制 ４ 5956

46 享保16年 1731
６月
７日

近頃浪人者之由ニ而先主之名を申、武
士方町方江参、銭貰、途中ニおゐても
往還之者江物を貰候由相聞候、此以後
宅江参候ハヽ勿論、往還ニ而も右躰之
儀有之ハ、其所ニ捕置、月番之奉行所
江召連可罷出候、彼者申旨ニ任せ、内
証ニ而銭其外之品遣候儀堅無用可仕候

牢人者の由にて銭・物貰
いの者取締り 同左 ４ 6207

（『江戸町触集成』１～４巻　塙書房より作成）
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に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
貞
享
三
年
三
月
に
発
令
さ
れ
た
触
（
№
16
）
に
は
、
触
の
条
目
に
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
た
上

に
、「
右
御
触
之
趣
慥
ニ
御
請
負
申
上
候
間
、
町
中
家
持
は
不
及
申
、
借
家
・
店
か
り
・
地
か
り
人
請
ニ
立
候
者
共
ニ
為
申
聞
、
来
ル
晦
日
前
ニ

牢
人
早
々
有
付
さ
せ
可
申
候
」
と
記
さ
れ
た
「
町
中
連
判
之
手
形
」
が
触
書
の
あ
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
月
晦
日
ま
で
に
早
々
有

り
付
け
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
奉
公
先
を
見
つ
け
た
り
、
国
元
へ
戻
し
た
り
す
る
な
ど
行
く
先
を
固
め
さ
せ
る
と
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
、
こ
の

牢
人
は
、
本
来
的
に
武
士
で
あ
る
牢
人
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
出
替
り
日
を
過
ぎ
て
も
次
の
奉
公
先
が
決
ま
ら
な
い
一
季
奉
公

人
（
こ
の
な
か
に
は
武
家
に
奉
公
す
る
奉
公
人
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
の
こ
と
一
般
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

下
重
氏
は
、
高
木
昭
作
氏
の
研
究
成
果
か
ら
、「
一
季
居
」、
身
元
の
確
か
で
な
い
一
季
の
牢
人
が
出
替
わ
り
日
を
過
ぎ
て
も
武
家
奉
公
に
あ
り

つ
け
ず
江
戸
に
滞
在
し
、
一
味
徒
党
す
る
や
も
し
れ
な
い
危
険
な
存
在
と
し
て
取
り
締
ま
っ
た
と
す
る
が
）
53
（

、
こ
の
町
触
で
記
さ
れ
た
牢
人
は
、

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
武
家
奉
公
す
る
牢
人
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
ぎ
の
勤
め
先
が
定
ま
ら
な
い
奉
公
人
一
般
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
武
家
奉
公
の
み
を
目
指
す
牢
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
№
15
・
16
・
20
・
21
・
24
・
26
・
33
・
34
・
45
も
ほ
ぼ
同

様
の
文
言
で
あ
り
、
№
７
・
28
も
同
じ
意
味
で
「
浪
人
」
文
言
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
№
23
・
25
・
29
に
は
、「
牢
（
浪
）
人
野
郎
」「
浪
人
役
者
」
の
文
言
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
触
は
、
触
全
体
を
み
る
と
、
狂
言

芝
居
の
統
制
を
図
っ
て
発
令
さ
れ
た
触
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
所
謂
牢
人
と
し
て
、「
牢
人
」
文
言
が
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

こ
で
い
う
「
牢
（
浪
）
人
野
郎
」「
浪
人
役
者
」
と
は
、「
座
抱
え
の
役
者
で
は
な
い
役
者
」
を
指
す
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
54
（

。
こ
の

文
言
を
持
っ
た
触
の
発
令
は
、
時
期
的
に
も
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
か
ら
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
と
短
い
期
間
の
み
に
み
ら
れ
、
こ
れ
は

芝
居
が
新
た
な
展
開
を
み
せ
た
時
期
）
55
（

と
ほ
ぼ
重
な
る
。

以
上
の
分
類
Ａ
と
し
た
触
に
現
れ
る
牢
人
は
、
当
然
、
主
君
に
仕
え
て
い
な
い
武
士
と
し
て
の
牢
人
を
指
し
た
も
の
で
な
く
、
仕
え
る
べ
き

主
人
が
い
な
い
状
況
や
所
属
す
る
組
織
が
な
い
状
況
を
牢
人
と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
触
の
性
格
と
し
て
も
所
謂
牢
人
を
統
制
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
江
戸
市
中
に
居
住
す
る
牢
人
に
つ
い
て
の
調
査
を
目
的
と
し
て
発
令
さ
れ
た
触
が
み
ら
れ
る
（
分
類
Ｂ
）。
№
４
は
、
明
暦
の
大

火
直
後
）
56
（

に
発
令
さ
れ
た
触
で
あ
り
、
牢
人
に
宿
を
貸
し
て
い
る
な
ら
ば
、
牢
人
の
身
元
を
確
認
し
、
町
奉
行
所
に
届
け
出
る
こ
と
を
命
じ
た
も

の
で
あ
る
。
№
６
・
８
・
９
・
10
・
12
・
37
・
41
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
牢
人
の
存
在
や
身
元･

由
緒
を
把
握
す
べ
く
調
査･

上
申

を
命
じ
て
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
№
18
・
35
・
38
は
、
鉄
砲
を
所
持
し
て
い
る
牢
人
の
所
持
状
況
の
調
査
で
、
№
40
は
、
享
保
期
に
幕
府

が
行
っ
た
江
戸
の
五
歳
以
上
の
人
口
調
査
を
し
た
と
き
に
、
町
中
に
い
る
牢
人
も
そ
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
触
は
、
い
ず
れ

も
、
牢
人
な
ど
の
所
在
や
身
元
、
所
持
品
の
基
礎
的
な
調
査
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
牢
人
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
り
、
排
除
し
よ
う
と
し

た
り
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
№
13
・
30
・
31
は
、
家
屋
敷
売
買
の
調
査
を
命
じ
た
も
の
で
、
そ
の
対
象
の
な
か
に
牢
人
も
入

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
牢
人
も
家
屋
敷
の
売
買
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
、
№
44
は
、
江
戸
町
中
の

手
習
い
師
匠
の
調
査
で
あ
り
、
牢
人
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
触
は
、
現
状
の
調
査
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
触
の
発
令
を
受
け
て
か
、
町
々
で
は
、
牢
人
を
立
ち
退
か
せ
よ
う
、

排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
表
１
№
39
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）、
以
前
に
鷹
場
廻
り
の
牢
人
改
め
を
行
っ
た

結
果
、
店
借
り
し
て
い
る
牢
人
を
追
い
出
し
た
り
、
ま
た
、
店
借
り
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
風
聞
が
あ
り
、
そ
う
し
た
動
き
を
禁
止
し

よ
う
と
し
て
発
令
さ
れ
た
触
で
あ
る
。
幕
府
の
行
っ
た
調
査
を
町
人
ら
が
勘
違
い
し
、
行
き
過
ぎ
た
動
き
が
町
人
ら
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
や

め
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
幕
府
が
牢
人
の
町
中
で
の
居
住
を
認
め
保
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
こ
う
し
た
触
の
ほ
か
に
、
支
配
・
統
制
に
関
わ
る
触
が
み
ら
れ
る
（
分
類
Ｃ
）。
№
１
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の

も
の
で
あ
る
が
、「
む
さ
と
仕
た
る
牢
人
」
に
宿
を
貸
す
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
牢
人
一
般
へ
の
宿
貸
し
を
禁
じ
た
も
の
で

は
な
く
、「
む
さ
と
」、
つ
ま
り
無
分
別
・
い
い
加
減
な
）
57
（

牢
人
に
宿
を
貸
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
№
３
は
、
明
暦
の
大
火
後
の

措
置
と
し
て
、
よ
し
み
・
由
緒
あ
る
牢
人
に
つ
い
て
は
寄
留
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
№
５
も
同
様
に
増
上
寺
で
の
法
要
実
施
に
際
し
て
「
む

さ
と
」
し
た
牢
人
を
置
く
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
№
２
は
、
触
全
体
を
見
る
と
、
一
条
目
に
「
か
る
た
博
奕
諸
勝
負
」
禁
止
を
再
令
し
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た
こ
と
が
み
ら
れ
、
二
条
目
が
こ
の
条
文
で
あ
り
、
三
条
目
で
町
人
に
対
し
、
こ
の
触
の
遵
守
を
命
じ
、
町
中
に
「
左
様
之
い
た
つ
ら
者
」
が

い
な
い
旨
を
記
し
た
帳
面
を
作
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
奉
公
人
・
牢
人
を
集
め
て
の
博
奕
行
為
を
禁
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
い
ず
れ
も
、
質
・
素
行
の
悪
い
牢
人
を
取
り
締
ま
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
本
来
武
士
で
あ
っ
た
牢
人
全
般
、
牢
人
で
あ
る
こ
と
へ

の
取
り
締
ま
り
で
は
な
い
。

№
17
は
、
町
方
の
支
配
下
に
な
い
者
で
町
屋
敷
を
所
持
し
て
い
る
者
に
対
し
、
家
の
名
義
を
家
守
の
名
に
書
き
換
え
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の

で
あ
る
。
№
19
は
、
朝
鮮
人
参
を
利
得
の
た
め
に
買
う
こ
と
を
禁
じ
た
触
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
奉
公
人
・
町
人
な
ど
と
と
も
に
「
浪
人
」
の

文
言
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
№
35
は
、
陪
臣
・
牢
人
・
町
人
の
抱
屋
敷
所
持
に
つ
い
て
、
格
別
の
理
由
が
あ
れ
ば
認
め
る
が
、
原
則
と
し

て
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
と
も
に
牢
人
だ
け
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
牢
人
を
特
異
な
存
在
と
し
て
統
制
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
は
な
い
。

№
27
は
、「
浪
人
躰
之
者
」
が
押
し
買
い
を
し
て
い
る
と
の
風
聞
が
あ
り
、
そ
れ
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
浪
人
と
は
断
定
せ
ず
、「
浪
人
躰
」

と
浪
人
の
よ
う
な
者
と
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
№
46
も
「
近
頃
浪
人
者
之
由
」
に
て
、
武
家
や
町
人
の
も
と
に
行
き
、

銭
や
物
を
貰
う
者
が
い
る
こ
と
に
対
し
て
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
浪
人
と
断
定
せ
ず
、「
浪
人
之
由
ニ
而
」
と
浪
人
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
銭
・
物
を
ね
だ
り
貰
う
こ
と
を
対
象
と
し
、
質
・
素
行
の
悪
い
行
為
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
牢
人
で
あ
る
場
合
も
あ
る
で

は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も
似
非
牢
人
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
№
43
は
、
商
売
を
行
う
牢
人
が
帯
刀
す
る

こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
武
家
奉
公
し
た
後
に
牢
人
し
、
商
売
を
行
う
者
が
帯
刀
し
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
者
を
幕
府
で
は
身

分
的
に
武
士
で
は
な
い
と
位
置
づ
け
た
も
の
で
、
身
分
制
の
徹
底
を
図
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
第
四
に
、
牢
人
が
起
こ
し
た
事
件
や
そ
の
処
罰
・
処
分
に
か
か
わ
る
触
が
み
ら
れ
る
（
分
類
Ｄ
）。
№
11
は
、
寛
文
十
二
年

（
一
六
七
二
）
に
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
有
名
な
浄
瑠
璃
坂
の
敵
討
ち
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
№
22
は
、
闕
所
と
な
っ
た
牢
人
の
諸

道
具
の
入
れ
札
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
№
32
は
、
死
罪
と
な
っ
た
牢
人
の
罪
状
に
つ
い
て
、
報
知
し
た
触
で
あ
り
、
№
42
は
、
小
人
目
付
と
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詐
称
し
て
い
た
牢
人
を
通
報
・
留
置
し
た
こ
と
に
対
し
褒
美
を
下
賜
し
た
こ
と
を
報
知
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
Ａ
〜
Ｄ
に
分
類
し
て
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
所
謂
牢
人
＝
本
来
的
に
武
士
で
あ
る
牢
人
の
存
在
自
体
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
た
も

の
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
拒
絶
感
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
牢
人
に
関
わ
る
触
が
発
令
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
み
て
み
よ
う
。
表
２
は
、
年
別
に
触
の
発
令
数
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
牢
人
文
言
の
あ
る
触
か
ら
、
町
人
や
百
姓
を
出
自
と
す
る
奉
公
人
な
ど
武
士
身
分
以
外
の
者
が
仕
え
る
べ
き
主
人
が
い
な
い
状
況

を
牢
人
と
い
う
文
言
で
示
し
た
分
類
Ａ
と
、
事
件
・
犯
罪
が
起
こ
り
、
そ
の
対
処
と
し
て
発
令
さ
れ
た
触
で
あ
る
分
類
Ｄ
を
除
い
た
分
類
Ｂ
・

Ｃ
が
、
す
な
わ
ち
、
幕
府
に
よ
る
牢
人
の
支
配
（
把
握
）・
統
制
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
Ｂ
・
Ｃ
の
発
令
状
況
に
注
目
し
て
こ
の
表
を

一
覧
す
る
と
、
牢
人
文
言
の
あ
る
触
が
年
次
的
に
い
く
つ
か
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
ず
、
最
初
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
か
ら
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
か
け
て
で
あ
る
。
明
暦
三
年
は
、

明
暦
の
大
火
が
あ
っ
た
年
で
あ
り
、
№
３
な
ど
は
、
明
ら
か
に
明
暦
の
大
火
後
の
措
置
と
し
て
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の

万
治
二
年
ま
で
の
触
も
江
戸
の
再
開
発
と
江
戸
の
町
を
把
握
す
る
上
で
発
令
さ
れ
た
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
集
中
し
て
い
る
の
が
、
享
保
初
年
で
あ
る
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
八
代
将
軍
に
就
任
し
た
吉
宗
が
、
幕
府
の
鷹
場
を
再
編
す
る

と
と
も
に
行
動
的
に
動
き
出
し
て
お
り
、
六
代
家
宣
・
七
代
家
継
と
異
な
り
、
鷹
狩
り
だ
け
で
な
く
、
将
軍
の
江
戸
城
外
へ
の
御
成
の
回
数
も

急
増
す
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
の
、
江
戸
や
江
戸
廻
り
の
治
安
維
持
を
図
る
た
め
の
触
の
発
令
が
集
中
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
時
期
以
外
に
は
、
牢
人
に
関
わ
る
触
は
散
発
す
る
ば
か
り
で
、
日
常
的
に
牢
人
を
特
別
に
統
制
・
取
締
の
対
象
と
し
て
は
い
な
い
と
言
え
よ

う
。以

上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
近
世
前
期
、
享
保
期
以
前
に
お
い
て
は
、
幕
府
が
一
般
の
牢
人
の
存
在
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
あ

る
い
は
一
般
の
牢
人
に
対
し
て
特
別
な
統
制
を
加
え
よ
う
と
し
た
触
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
町
中
に
居
住
す
る
牢
人

の
把
握
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
時
期
も
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
明
暦
の
大
火
後
の
非
常
時
と
い
う
事
情
や
吉
宗
の
鷹
場
制
度
の
再
編
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表２　『江戸町触集成』にみる年別牢人記事数

『江戸町触集成』１～４巻（塙書房）より作成

計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
慶安元年 1648 １ １
慶安２年 1649
慶安３年 1650
慶安４年 1651
承応元年 1652
承応２年 1653
承応３年 1654
明暦元年 1655 １ １
明暦２年 1656
明暦３年 1657 ２ １ １
万治元年 1658 ２ １ １
万治２年 1659 ３ １ ２
万治３年 1660
寛文元年 1661
寛文２年 1662 １ １
寛文３年 1663
寛文４年 1664
寛文５年 1665
寛文６年 1666
寛文７年 1667
寛文８年 1668
寛文９年 1669
寛文10年 1670
寛文11年 1671
寛文12年 1672 １ １
延宝元年 1673
延宝２年 1674
延宝３年 1675
延宝４年 1676
延宝５年 1677
延宝６年 1678
延宝７年 1679
延宝８年 1680
延宝９年 1681 １ １
天和元年 1681
天和２年 1682
天和３年 1683 １ 1
貞享元年 1684 １ １
貞享２年 1685 １ １
貞享３年 1686 ２ １ １
貞享４年 1687
元禄元年 1688 １ １
元禄２年 1689
元禄３年 1690 １ １
元禄４年 1691

計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
元禄５年 1692
元禄６年 1693 １ １
元禄７年 1694 ３ ２ １
元禄８年 1695 １ １
元禄９年 1696
元禄10年 1697 １ １
元禄11年 1698
元禄12年 1699 １ １
元禄13年 1700
元禄14年 1701
元禄15年 1702
元禄16年 1703
宝永元年 1704
宝永２年 1705 １ １
宝永３年 1706 ２ ２
宝永４年 1707
宝永５年 1708
宝永６年 1709
宝永７年 1710
正徳元年 1711
正徳２年 1712 １ １
正徳３年 1713 ２ １ １
正徳４年 1714
正徳５年 1715
享保元年 1716 １ １
享保２年 1717 ３ １ １ １
享保３年 1718 ４ ３ １
享保４年 1719 １ １
享保５年 1720 １ １
享保６年 1721 １ １
享保７年 1722 １ １
享保８年 1723
享保９年 1724
享保10年 1725 １ １
享保11年 1726
享保12年 1727
享保13年 1728
享保14年 1729
享保15年 1730
享保16年 1731 １ １
享保17年 1732
享保18年 1733
享保19年 1734
享保20年 1735
享保21年 1736
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に
伴
う
た
び
た
び
の
御
成
の
実
行
と
い
う
新
た
な
状
況
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
の
日
常
と
は
異
な
っ
た
状
況
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
、
牢
人
の
把
握
に
努
め
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
町
方
に
お
い
て
牢

人
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
動
き
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
否
定
・
禁
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
町
方
に
牢
人
が
居
住

す
る
こ
と
自
体
は
問
題
視
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
質
・
素
行
の
悪
い
牢
人
に
対
し
て
は
、
統
制
・
処
罰
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
牢
人
に
限
ら
ず
、
他
の
者
で
も
同
様
の
措
置
が
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
幕
府
は
、
牢
人
の
所
在
・
身
元
・
所
持
品
（
地
）
に
つ
い

て
の
調
査
を
幾
度
か
町
々
に
命
じ
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
牢
人
を
町
に
所
属
す
る
存
在
と
し
て
把
握
し
た
の
で
は
な
く
、
主
君
が
お
ら

ず
、
藩
な
ど
に
所
属
し
て
い
な
い
た
め
、
把
握
の
た
め
の
手
段
と
し
て
町
触
が
発
令
さ
れ
、
町
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
と
江
戸
の
町
触
を
分
析
し
、
近
世
前
期
、
享
保
期
ま
で
を
中
心
に
江
戸
の
牢
人
の
あ
り
方
や
、
幕
府
や
藩
の

牢
人
へ
の
認
識
を
み
て
き
た
。

ま
ず
、「
牢
人
」「
浪
人
」
文
言
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
本
来
的
に
武
士
で
あ
る
者
が
仕
え
る
主
君
が
い
な
い
状
況
を
示
し
て
使
用
さ
れ
る
も

の
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
牢
人
町
医
」「
牢
人
儒
者
」
さ
ら
に
は
「
浪
人
役
者
」「
浪
人
野
郎
」
と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

広
く
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
に
お
い
て
、
仕
え
る
主
人
・
主
君
が
い
な
い
者
、
ど
こ
に
も
所
属
し
て
い
な
い
者
と
い
う
意
味
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
本
来
的
に
武
士
で
あ
る
牢
人
だ
け
が
牢
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
武
家
に
奉
公
す
る
中
間
な
ど
の
一
季
奉
公
人

な
ど
で
、
次
に
仕
え
る
主
君
が
い
な
い
者
が
牢
人
と
記
さ
れ
統
制
の
対
象
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
武
家
奉
公
人
系
の
牢
人
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
武
家
以
外
に
奉
公
す
る
単
な
る
「
出
替
り
之
奉
公
人
」
の
な
か
で
つ
ぎ
の
勤
め
先
が
決
ま
ら
な
い
者
を
「
浪
人
」
と
称

し
て
統
制
し
て
い
る
町
触
も
確
認
で
き
る
。
武
家
奉
公
人
系
列
の
牢
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
広
く
仕
え
る
主
人
・
主
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君
が
い
な
い
も
の
と
い
う
文
言
の
使
い
方
で
牢
人
と
記
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
牢
人
文
言
の
使
用
方
法
は
広
く
あ

り
、
単
に
仕
え
る
べ
き
主
人
が
い
な
い
者
を
示
す
文
言
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

高
木
昭
作
氏
）
58
（

は
、「
一
季
居
」
の
研
究
の
な
か
で
、「
一
季
居
」
文
言
が
一
年
季
の
奉
公
人
と
い
う
基
調
を
保
持
し
な
が
ら
、
し
だ
い
に
そ
の

牢
人
と
い
う
意
味
を
同
時
に
帯
び
て
き
た
と
し
、「
一
季
居
」
禁
令
は
一
季
居
の
牢
人
の
根
絶
を
意
図
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
。
高
木
氏
が

根
絶
を
意
図
し
た
と
す
る
牢
人
は
一
季
奉
公
の
で
き
な
い
「
牢
人
」
層
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
牢
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
る

が
、
本
来
的
に
武
士
身
分
に
あ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
前
期
に
は
そ
れ
ら
町
人
や
百
姓
な
ど
を
出
自
と
す
る
奉
公
人
層
で
奉

公
で
き
な
か
っ
た
者
だ
け
が
牢
人
な
の
で
は
な
く
、
家
族
や
親
族
に
幕
府
や
大
名
・
旗
本
に
仕
え
る
よ
う
な
武
士
を
持
つ
、
つ
ま
り
階
層
的
に

は
そ
れ
ら
と
同
位
置
に
あ
る
牢
人
も
多
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
者
は
存
在
自
体
が
統
制
や
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な

く
、
排
除
・
拒
絶
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

近
世
前
期
、
享
保
期
頃
ま
で
、
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
牢
人
を
広
く
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
来
的
に
武
士

で
あ
る
者
の
牢
人
と
、
そ
れ
以
外
の
武
家
奉
公
人
系
列
の
牢
人
を
含
め
た
単
に
仕
え
る
主
人
・
所
属
す
べ
き
集
団
が
な
い
こ
と
か
ら
牢
人
と
称

し
た
者
両
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
山
本
英
二
氏
が
描
く
よ
う
な
近
世
前
期
の
牢
人
か
ら
社
会
の
安
定
・
成
熟
と
と
も
に
出
現
す
る
武
家
奉

公
人
系
列
に
属
す
る
牢
人
へ
と
牢
人
の
性
格
が
変
わ
っ
て
い
き
、
後
者
が
近
世
後
期
に
村
々
を
徘
徊
し
一
宿
・
金
銭
を
要
求
す
る
と
い
う
構
図

（
変
遷
）
で
は
、
牢
人
像
は
描
け
な
い
。
ま
た
、
武
家
奉
公
人
系
列
の
牢
人
の
な
か
に
、
渡
り
の
家
臣
も
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
者

は
、
町
人
や
百
姓
身
分
な
ど
を
出
自
と
す
る
下
層
の
武
家
奉
公
人
層
で
は
な
く
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
な
家
族
や
親
族
に
幕
府
や
大
名
・
旗

本
に
仕
え
る
者
が
い
る
よ
う
な
武
士
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
来
武
士
身
分
で
あ
る
牢
人
に
つ
い
て
は
、
町
な
か
に
居
住
し
、
武
芸
道
場
や
寺
子
屋
の
師
匠
な
ど
に
よ
り
生
計
を
立
て
る
特
技

を
も
っ
て
生
活
す
る
牢
人
が
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
幕
府
・
大
名
な
ど
に
仕
え
る
家
族
や
親
族
を
も

つ
牢
人
の
姿
も
見
ら
れ
、
藩
を
は
じ
め
と
す
る
武
家
社
会
に
出
入
り
し
、
関
係
を
保
っ
て
い
る
者
も
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
主
君
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の
屋
敷
や
大
名
・
旗
本
家
の
家
臣
の
家
な
ど
に
居
住
し
、
世
話
を
受
け
て
い
る
姿
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
藩
か
ら
手
当
を
も
ら
い
、
ま
た
藩

に
出
入
り
す
る
者
も
お
り
、
ま
た
、
親
族
と
し
て
世
話
を
す
る
武
士
（
家
臣
）
の
姿
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
牢
人
を
自
ら
と
関
わ
り
の
あ
る
者

と
し
て
藩
や
家
臣
ら
は
受
け
入
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
牢
人
だ
か
ら
と
い
う
拒
絶
・
忌
避
感
は
な
く
、
こ
れ
ら
牢
人
の
存
在
は
、
か
け
離
れ

た
存
在
で
は
な
く
、
身
近
に
い
る
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
武
家
社
会
に
お
い
て
何
ら
か
の
欠
員
が
生
じ
た
と
き
に
、

そ
れ
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
武
家
社
会
を
構
成
す
る
た
め
に
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
幕
府
も
江
戸
の
町
中
に
所
在
す
る
牢
人
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
や
由
緒
、
所
持
物
な
ど
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
牢

人
を
特
別
に
統
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
ず
、排
除
・
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
く
、町
中
で
の
存
在
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
世
前
期
に
お
い
て
、
幕
府
や
藩
は
、
牢
人
を
反
体
制
的
な
存
在
と
し
て
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
問
題
化
し
て
く
る
の
は
、
近
世
後
期

に
い
た
り
、
社
会
の
変
容
と
と
も
に
治
安
が
悪
化
す
る
な
か
で
の
こ
と
で
あ
り
、
文
政
改
革
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
統
制
の
対
象
と
し
て
大
き

く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
村
々
を
徘
徊
し
、
金
品
を
要
求
す
る
よ
う
な
牢
人
は
、
武
家
奉
公
人
系
列
に
属
す
る
牢
人
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ

は
、
本
来
的
に
武
士
で
あ
る
純
粋
の
牢
人
で
な
く
、
中
間
な
ど
を
務
め
た
他
身
分
の
者
た
ち
で
あ
り
、
武
士
を
語
る
似
非
牢
人
と
し
て
捉
え
ら

れ
よ
う
。
こ
う
し
た
近
世
後
期
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
に
変
容
す
る
牢
人
へ
の
認
識
・
統
制
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
実
証
的
に
述
べ
る
こ
と

は
で
き
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　

註

（
１
）『
江
戸
時
代
』
上
（
綜
合
日
本
史
大
系
九　

内
外
書
籍　

一
九
二
六
年
）。

（
２
）
山
本
英
二
氏
「
郷
士
と
浪
人
」『
事
典　

し
ら
べ
る
江
戸
時
代
』（
柏
書
房　

二
〇
〇
一
年
）、
下
重
清
氏
「
浪
人
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
」『
新
視

点　

日
本
の
歴
史
』
五
近
世
（
新
人
物
往
来
社　

一
九
九
三
年
）
が
牢
人
像
を
描
き
、
近
年
で
は
兼
平
賢
治
氏
「
近
世
前
期
に
お
け
る
牢
人
（
新
参
家
臣
）

の
一
生
と
武
家
社
会
の
転
換
」
上
・
下
（『
岩
手
史
学
研
究
』
九
〇
・
九
一　

二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇
年
）
が
研
究
史
を
ま
と
め
て
い
る
。

（
３
）
川
田
純
之
氏
「
徘
徊
す
る
浪
人
に
よ
る
契
約
の
展
開
と
そ
の
限
界
」（『
栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
一
一　

二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。



駒沢史学79号（2012） 54
（
４
）
山
本
氏
前
掲
「
郷
士
と
浪
人
」。

（
５
）
山
本
英
二
氏
「
浪
人
・
由
緒
・
偽
文
書
・
苗
字
帯
刀
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
二
八　

一
九
九
〇
年
ほ
か
）。

（
６
）
下
重
氏
前
掲
論
文
。

（
７
）『
国
史
大
辞
典
』
一
四
（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
七
年
）「
牢
人
」
の
項
。

（
８
）
兼
平
氏
前
掲
論
文
。

（
９
）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽
家
文
書
。
津
軽
家
文
書
に
は
、
国
元
と
江
戸
の
二
種
の
藩
庁
日
記
が
伝
来
し
て
お
り
、
目
録
上
で
は
「〔
弘
前
藩
庁
〕
日
記

（
国
日
記
）」
と
「〔
弘
前
藩
庁
〕
日
記
（
江
戸
日
記
）」
と
称
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
後
者
を
弘
前
藩
江
戸
日
記
と
略
す
。

（
10
）
拙
稿
「
江
戸
周
辺
農
村
に
お
け
る
武
家
抱
屋
敷
と
地
域
社
会
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
三
九　

一
九
九
六
年
）・「
江
戸
周
辺
地
域
在
村
百
姓
の
武
家
接
近

活
動
」（『
板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
紀
要
』
一
三　

二
〇
〇
一
年
）。

（
11
）
拙
稿
「
弘
前
藩
抱
屋
敷
の
屋
敷
守
に
つ
い
て
―
江
戸
抱
え
家
臣
の
機
能
と
性
格
の
検
討
―
」（『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
一
〇　

一
九
九
九
年
）・「
元

禄
〜
享
保
期
に
お
け
る
大
名
家
の
江
戸
抱
え
家
臣
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
史
学
』
七
二　

二
〇
〇
九
年
）。

（
12
）「
弘
前
藩
江
戸
日
記
」
に
は
、「
牢
人
」「
浪
人
」
と
も
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
引
用
し

た
史
料
内
を
除
き
、
牢
人
と
記
す
。

（
13
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
七
〇
。

（
14
）
松
平
忠
尚
が
相
当
、
娘
は
津
軽
信
寿
の
室
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
五
一　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
一
巻
二
七
五
〜
二
七
六
頁
）。

（
15
）
元
禄
十
一
年
三
月
二
十
六
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
四
二
）。

（
16
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
三
七
。

（
17
）『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
巻
三
三
一　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
六
巻
六
〇
〜
六
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
水
野
忠
増
が
明
暦
三
年
十
二
月
二
十
七
日
に
周
防
守
に

叙
任
す
る
が
、
元
禄
七
年
に
没
し
、
あ
と
を
嗣
い
だ
忠
位
は
寛
文
九
年
に
肥
前
守
に
叙
任
し
て
正
徳
三
年
没
、
忠
位
の
養
子
忠
房
が
正
徳
元
年
に
周
防
守
に

叙
任
す
る
も
正
徳
二
年
没
。
こ
の
水
野
忠
増
家
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
元
禄
十
年
十
月
当
時
に
水
野
周
防
守
を
称
す
る
者
は
い
な
い
。
当
時

七
〇
〇
〇
石
知
行
、
の
ち
忠
位
の
と
き
正
徳
元
年
に
大
坂
定
番
と
な
り
一
万
二
〇
〇
〇
石
知
行
。

（
18
）
元
禄
十
一
年
五
月
二
十
九
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
四
四
）。

（
19
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
六
九
。
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（
20
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
一
二
。

（
21
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
四
七
四
。

（
22
）
享
保
七
年
三
月
二
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
四
四
三
）。

（
23
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
四
七
九
。

（
24
）
享
保
十
六
年
二
月
二
十
八
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
五
五
六
）。

（
25
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
九
四
。

（
26
）
五
味
与
五
兵
衛
易
達
が
相
当
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
一
四
一
一　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
二
一
巻
一
六
八
頁
）。

（
27
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
九
七
。

（
28
）
酒
井
忠
相
が
相
当
、
天
和
三
年
十
二
月
四
日
内
匠
頭
に
叙
任
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
五
九　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
二
巻
九
頁
）。

（
29
）
元
禄
十
五
年
八
月
十
六
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
九
四
）
に
は
「
御
発
駕
前
被　

仰
付
候
河
原
新
二
郎
申
候
亀
戸
天
神
脇
売
屋
敷
之
義
、
且

又
千
寿
町
裏
百
生（
姓
）地

同
所
浪
人
千
葉
刑
部
と
申
者
之
屋
敷
、
右
三
ヶ
所
売
屋
敷
之
儀
先
達
而
委
細
申
上
、
絵
図
岩
田
半
二
郎
・
御
目
付
・
作
事
奉
行
口
上

書
共
被
差
越
候
、
亀
戸
之
屋
敷
ハ
兼
而
被　

仰
付
置
候
屋
敷
に
て
候
間
、
弥
致
才
覚
候
様
ニ
と
被
仰
出
候
由
、
其
外
ハ
御
入
用
ニ
無
之
由
」
と
あ
る
。

（
30
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
四
四
九
。

（
31
）
久
保
田
隆
政
が
相
当
、
延
宝
七
年
七
月
九
日
相
続
、
享
保
元
年
代
官
と
な
る
が
、
同
六
年
十
二
月
二
十
九
日
免
職
と
な
り
、
勘
定
奉
行
支
配
と
な
る
（『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
巻
一
二
五
二　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
一
九
巻
一
一
五
頁
）。

（
32
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
五
五
。    

（
33
）
拙
稿
「
元
禄
〜
享
保
期
に
お
け
る
大
名
家
の
江
戸
抱
え
家
臣
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
史
学
』
七
二  

二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
34
）
元
禄
八
年
二
月
六
日
に
御
聞
役
・
江
戸
足
軽
頭
を
拝
命
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
〇
七　

同
日
の
記
事
）。

（
35
）
田
村
建
顕
が
相
当
、
寛
文
十
年
右
京
大
夫
に
叙
任
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
一
五
〇
三　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
二
二
巻
三
三
四
頁
）。

（
36
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
五
九
。

（
37
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
七
七
。

（
38
）
元
禄
十
二
年
九
月
三
日
に
は
同
人
の
言
上
と
し
て
「
御
自
分
儀
、
久
々
牢
人
ニ
而
被
罷
有
候
付
、
不
自
由
ニ
可
有
之
と
被
存
、
少
分
な
か
ら
白
銀
三
十
枚
被

相
送
候
段
、
則
目
録
を
以
相
渡
候
」
と
み
ら
れ
る
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
五
九
）。
ま
た
、
浪
人
の
国
元
へ
の
旅
費
の
給
付
と
し
て
、
享
保
七
年
四
月
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十
六
日
（
同　

第
四
四
四
）
の
記
事
に
「
牢
人
新
谷
吉
兵
衛
儀
、
及
渇
命
候
付
、
何
と
そ
御
国
許
江
罷
下
候
様
ニ
御
了
簡
被
成
被
下
候
様
ニ
と
常
福
寺
迄
之
願

書
頃
日
河
合
半
右
衛
門
宅
江
常
福
寺
持
参
ニ
付
而
、
帯
刀
江
差
出
候
処
」
と
あ
り
、
二
十
三
日
（
同　

第
四
四
四
）
の
記
事
に
「
新
谷
吉
兵
衛
義
、
御
国
江
下

り
申
度
由
、
先
達
而
常
福
寺
願
被
申
候
、
御
金
被
下
候
、
即
拾
両
常
福
寺
迄
御
用
人
よ
り
遣
候
様
ニ
と
帯
刀
被
申
候
」
と
み
ら
れ
る
。

（
39
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
三
七
。

（
40
）
永
曽
武
右
衛
門
は
、
元
禄
九
年
八
月
七
日
の
記
事
に
勘
定
奉
行
の
肩
書
き
あ
り
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
二
四
）、
ま
た
、
元
禄
十
六
年
十
月
二
十
一
日

に
「
長
柄
奉
行
・
勘
定
奉
行
・
古
御
借
金
方
三
役
共
ニ
御
役
被　

召
放
」（
同　

第
二
〇
九
）。

（
41
）
享
保
三
年
二
月
十
日
の
記
事
に
江
戸
足
軽
頭
の
肩
書
き
あ
り
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
三
九
一
）。

（
42
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
三
九
六
。

（
43
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
三
三
三
。

（
44
）
本
多
忠
国
が
相
当
、
延
宝
七
年
十
二
月
二
十
八
日
中
務
大
輔
に
叙
任
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
六
八
一　

続
群
書
類
従
完
成
会
版
一
一
巻
二
二
〇
頁
）。

（
45
）
宝
永
七
年
四
月
十
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
二
八
五
）。

（
46
）
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
三
一
三
。

（
47
）
元
禄
二
年
閏
正
月
十
八
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
六
五
）
に
は
「
岩
田
衛
門
兵
衛
以
書
付
申
立
候
ハ
、
母
方
従
弟
中
里
七
郎
左
衛
門
と
申
牢

人
ニ
而
上
州
新
田
罷
有
候
、
此
者
之
世
忰
当
年
十
二
歳
ニ
罷
成
候
、
男
子
無
御
座
候
付
而
致
養
子
、
幾
々
娘
と
一
所
ニ
仕
度
旨
奉
願
候
処
、
願
之
通
被　

仰
付

之
旨
御
家
老
中
被
申
、
則
衛
門
兵
衛
ニ
申
渡
之
」
と
あ
る
。

（
48
）
元
禄
十
四
年
八
月
四
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
八
二
）
に
は
「
坂
庭
孫
介
実
子
無
御
座
付
、
養
子
仕
度
由
願
申
上
候
、
願
之
通
被　

仰
付

候
、
孫
介
兄
坂
庭
伊
右
衛
門
と
申
者
牢
人
ニ
而
上
州
新
田
領
ニ
罷
有
候
、
右
伊
右
衛
門
忰
坂
庭
伝
四
郎
当
年
拾
六
歳
ニ
罷
成
、
孫
介
為
ニ
甥
ニ
而
御
座
候
、
右
養

子
願
之
通
被　

仰
付
候
」
と
あ
る
。

（
49
）
享
保
八
年
五
月
二
十
八
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
四
五
七
）
に
は
、「
乍
恐
以
書
付
申
上
候
、
私
儀
以　

御
威
光
緩
々
養
生
仕
難
有
仕
合
奉
存

候
、
将
亦
拙
者
儀
行
年
五
十
六
歳
罷
成
候
、
実
子
無
御
座
候
付
、
浪
人
伊
豆
原
所
右
衛
門
忰
軍
治
郎
今
年
廿
四
歳
罷
成
候
、
此
者
養
子
ニ
仕
度
奉
願
候
、
右

之
段
何
分
ニ
も
宜
御
沙
汰
奉
仰
候
、
右
之
通
申
出
候
付
、
帯
刀
江
達
、
願
之
通
申
付
之
」
と
あ
る
。

（
50
）
元
禄
十
五
年
三
月
二
十
一
日
の
記
事
（
弘
前
藩
江
戸
日
記　

第
一
八
九
）
に
は
、「
矢
川
左
介
口
上
書
ニ
て
萩
原
源
右
衛
門
申
立
候
ハ
、
私
義
只
今
迄
妻
無

御
座
罷
有
候
処
、
今
度
味
岡
勘
兵
衛
妹
私
方
江
妻
ニ
呼
入
申
度
奉
存
候
、
右
勘
兵
衛
儀
先
年
川
口
摂
津
守
様
ニ
相
勤
罷
有
候
、
只
今
牢
人
仕
、
御
当
地
罷
有
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候
、
不
苦
思
召
候
ハ
ヽ
宜
御
沙
汰
奉
願
旨
申
立
候
付
奉
伺
候
処
、
願
之
通
被　

仰
出
、
則
源
右
衛
門
へ
申
渡
之
」
と
あ
る
。

（
51
）
松
本
良
太
「
近
世
後
期
の
武
士
身
分
と
都
市
社
会
―
「
下
級
武
士
」
の
問
題
を
中
心
に
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
一
六　

一
九
九
八
年
）、
宮
地
正
人
『
幕

末
維
新
期
の
社
会
的
政
治
史
研
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
九
年
）
な
ど
。

（
52
）
第
一
巻
〜
第
四
巻　

塙
書
房　

一
九
九
四
〜
九
五
年
。

（
53
）
下
重
前
掲
論
文
。

（
54
）
波
戸
祥
晃
氏
「
元
禄
歌
舞
伎
の
発
展
と
そ
の
終
焉
」（『
藝
能
史
研
究
』
一
四　

一
九
六
六
年
）。

（
55
）
前
掲
波
戸
論
文
。

（
56
）
大
火
は
一
月
十
八
日
〜
二
十
日
。

（
57
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館　

一
九
八
一
年
刊
縮
刷
版
）
に
よ
れ
ば
、
①
「
と
る
べ
き
態
度
・
守
る
べ
き
節
度
を
わ
き
ま
え
ず
、
無
分
別
・
不
注
意
で

あ
る
さ
ま
を
表
す
語
」
と
し
、「
軽
は
ず
み
に
」「
思
慮
も
な
く
」「
う
っ
か
り
と
」
の
意
、
②
「
正
当
な
理
由
も
な
く
、
ま
た
は
、
い
い
か
げ
ん
に
事
を
行

な
う
さ
ま
を
表
す
語
」
と
し
、「
み
だ
り
に
」「
む
や
み
に
」「
や
た
ら
に
」
の
意
、
③
「
取
る
に
足
り
な
い
さ
ま
、
ら
ち
も
な
い
、
い
い
加
減
な
さ
ま
を
表

す
語
」、
④
「
と
り
と
め
も
な
く
、
無
為
に
過
ご
す
さ
ま
を
表
わ
す
語
と
し
て
い
る
。

（
58
）『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年
）。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
度
、
駒
澤
大
学
在
外
研
究
の
成
果
で
あ
る
。


